
朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

松

信

之

原

は
じ
め
に

朝
倉
氏
に
よ
る
越
前
領
国
支
配
を
論
ず
る
な
か
で

敦
賀
郡
司
と
敦
賀
郡
奉
行
に
初
め
て
言
及
し
た
の
は

三
O
年
前
の
拙
著
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
ま
だ
史
料

の
十
分
な
証
査
を
行
い
え
ず
に
論
述
し
た
た
め
に
要

を
欠
い
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
そ
の
後
、
こ
れ
を

さ
ら
に
詳
細
を
極
め
敦
賀
郡
司
や
郡
奉
行
に
限
定
さ

れ
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
た
の
が
河
村
昭
一
氏
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
筆
者
も
河
村
氏
の
論
稿
を
参
考
と

し
な
が
ら
も
、
前
回
の
拙
稿
発
表
以
来
収
集
し
た
新

史
料
を
加
味
し
、
改
め
て
敦
賀
郡
(
現
敦
賀
市
)
の

史
料
を
再
検
討
精
査
し
て
、
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
の
支

配
機
構
と
郡
司
の
内
衆
に
つ
い
て
論
及
し
た
の
が
本

稿
で
あ
る
。
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朝
倉
氏
に
よ
る
戦
国
大
名
と
し
て
の
領
国
支
配
機

構
が
整
備
さ
れ
る
と
、
越
前
圏
内
に
お
け
る
行
政
支

配
区
域
は
、
敦
賀
郡
・
大
野
郡
と
、
こ
れ
以
外
の
一

乗
谷
を
中
心
と
し
た
諸
郡
域
の
三
区
域
に
分
け
ら

れ
、
敦
賀
と
大
野
の
両
郡
域
に
は
、
す
で
に
前
代
の

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

斯
波
氏
時
代
か
ら
存
在
し
た
郡
司
(
ま
た
は
郡
代
)

の
制
度
と
権
除
を
朝
倉
氏
も
踏
襲
し
て
、
敦
賀
・
大

野
両
郡
に
朝
倉
一
族
を
郡
司
に
任
命
し
、
そ
れ
ぞ
れ

郡
奉
行
人
制
を
置
き
、
両
郡
内
に
お
け
る
裁
判
権
や

検
断
権
(
刑
事
犯
人
の
検
挙
や
事
件
の
審
理
判
決
権

限
)
の
大
部
分
を
委
任
し
分
割
統
治
さ
せ
た
。
こ
の

分
割
統
治
は
軍
団
の
編
成
に
も
み
ら
れ
、
十
五
世
紀

末
期
の
朝
倉
氏
の
兵
力
に
つ
い
て
は
「
朝
倉
一
乗
衆

精
兵
五
千
・
修
理
進
(
朝
倉
景
冬
)
敦
賀
兵
三
千
・

慈
視
院
大
野
兵
二
千
、
計
一
寓
人
」
と
あ
る
。
当
時

す
で
に
朝
倉
氏
は
一
族
や
根
本
被
官
は
も
ち
ろ
ん
、

国
内
の
国
人
衆
や
地
侍
ら
の
多
く
を
統
制
下
に
収
め

て
、
そ
の
知
行
制
に
基
ず
い
て
徴
発
さ
れ
た
軍
役
を

軍
団
に
編
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
敦
賀
・
大
野
両
郡
に
お
け
る
軍
役
徴
兵
権

限
も
両
郡
司
に
委
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
朝
倉
家
に
と
っ
て
重
要
な
軍
事
統
帥
権
や
外
交

権
は
、
当
然
、
一
乗
谷
の
朝
倉
当
主
が
統
括
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。

第
一
章
初
代
敦
賀
郡
司
朝
倉
景
冬
の
系
譜

一
、
朝
倉
景
冬

文
明
三
年
(
一
四
七
こ
五
月
、
朝
倉
英
林
孝
景

が
西
軍
か
ら
東
軍
へ
帰
参
し
て
越
前
平
定
を
始
め
る

と
、
海
路
に
よ
る
大
内
氏
以
下
西
国
の
兵
糧
を
敦
賀

で
押
さ
え
、
あ
わ
せ
て
北
国
よ
り
の
東
軍
の
糧
道
を

開
け
る
た
め
に
、
江
北
の
朽
木
氏
に
対
し
若
狭
武
田

氏
と
連
携
し
て
、
敦
賀
郡
境
へ
の
出
陣
を
督
促
す
る

将
軍
御
教
書
が
発
給
さ
れ
た
が
、
敦
賀
郡
の
平
定
に

従
事
し
た
の
は
孝
景
の
弟
朝
倉
景
冬
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
文
明
三
年
間
八
月
二
十
八
日
の
陣
中
見
舞
い

に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
甲
斐
「
信
久
書
状
」
と
、
そ

の
副
状
で
あ
る
某
「
久
泰
書
状
」
が
西
福
寺
に
残
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
敦
賀
郡
は
西
軍
の

支
配
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
文
明
四
年
十
一
月
十

六
日
付
の
気
比
社
領
大
谷
浦
等
の
半
済
に
関
す
る
朝

倉
景
冬
の
奉
書
が
景
冬
の
初
見
史
料
と
な
る
か
ら
、

こ
れ
以
降
か
ら
前
代
の
「
郡
代
」
を
踏
襲
す
る
形
で

景
冬
が
「
敦
賀
郡
司
」
の
職
に
就
任
し
た
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
は
早

同

く
も
始
動
し
て
い
た
が
、
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
に

よ
れ
ば
、
文
明
六
年
間
五
月
五
日
に
は
敦
賀
天
神
浜

で
合
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡

平
定
も
当
初
は
や
は
り
順
調
で
は
な
か
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
平
定
さ
れ
た
敦
賀
郡
は
北
国
年
貢
の

中
央
へ
送
付
さ
れ
る
通
過
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
奈

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

四
十
八
巻
二
号

22 

良
大
乗
院
の
「
長
享
元
年
分
北
国
年
貢
」
、
主
と
し
て

越
前
坂
井
郡
坪
江
郷
の
二
二
六
貫
文
の
送
付
に
つ
い

て
も
朝
倉
修
理
亮
方
へ
一
貫
六
O
O
文
の
謝
礼
を
支

出
し
て
い
る
。

文
明
十
一
年
の
「
清
水
寺
再
興
奉
加
帳
」
に
「
朝

倉
修
理
亮
景
糸
己
が
慈
視
院
光
玖
と
と
も
に
柱
五
本

(一

O
O
貫
文
)
を
寄
進
し
て
お
り
朝
倉
家
で
は
高

い
地
位
に
あ
っ
た
が
、
景
冬
の
発
給
文
書
は
も
ち
ろ

ん
、
当
時
の
記
録
文
書
の
す
べ
て
は
官
途
が
「
修
理

『
雑
事
記
』
の
長
享
二
年
三
月
三

十
日
条
の
「
朝
倉
修
理
亮
方
云
々
」
が
最
後
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
景
冬
は
兄
の
朝
倉
孝
景
の
死
後
、

「
英
林
居
士
」
の
英
姿
を
「
越
前
敦
賀
津
」
に
お
い

て
描
か
せ
、
京
都
建
仁
寺
の
天
隠
龍
沢
に
賛
を
求
め

て
い
る
が
、
明
応
二
年
(
一
四
九
三
)
七
月
二
十
六

日
の
「
英
林
居
士
十
三
年
蜘
」
に
お
い
て
も
「
弟
遠

州
」
が
「
英
林
居
士
」
の
画
像
を
造
り
、
再
び
天
隠

龍
沢
に
賛
を
求
め
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
は
す
で

に
景
冬
は
「
遠
州
(
遠
江
守
)
」
を
号
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
「
壬
生
本
朝
倉
家
静
」
に
「
芳
永

亮
」
で
あ
っ
て
、

遠
江
守
景
冬
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め

で
、
景
冬
は
晩
年
に
官
途
を
「
修
理
亮
」
か
ら
「
遠

江
守
」
と
改
め
、
明
応
四
年
九
月
二
十
日
に
死
去
し

か
。
法
名
は
「
芳
永

景
冬
の
家
臣
団
に
つ
い
て
は
余
り
史
料
が
残
存
し

な
い
が
、
『
雑
事
記
』
長
官
手
元
年
(
一
四
人
七
)
閏

十
一
月
二
十
六
日
条
に
「
朝
倉
修
理
亮
景
冬
返
事
到

来
、
同
内
者
富
森
中
務
丞
冬
永
返
事
到
来
」
と
あ
り
、

文
明
十
八
年
九
月
七
日
付
の
「
富
森
冬
永
判
物
」
も

残
る
。
同
十
九
年
二
月
二
十
四
日
付
の
「
石
黒
(
又

一
一
一
郎
)
冬
信
安
堵
枕
」
と
と
も
に
両
人
と
も
景
冬
の

「
冬
」
の
偏
諒
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
景
冬
の
内
衆

で
、
恐
ら
く
敦
賀
に
在
駐
し
て
代
官
(
郡
司
代
)
的

な
職
掌
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
も
に

帥

宗
弼
」
で
あ
っ
た
。

景
冬
の
子
景
豊
の
敦
賀
の
乱
の
時
に
没
落
し
た
ら
し

Uミ。

二
、
朝
倉
景
豊

景
冬
の
死
没
後
、
敦
賀
郡
司
職
を
継
承
し
た
の
は

嫡
男
の
孫
四
郎
景
豊
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宗
家
の

貞
景
に
対
す
る
景
豊
謀
叛
の
企
て
が
、
朝
倉
教
景
に

よ
っ
て
文
亀
三
年
(
一
五
O
三
)
三
月
晦
日
の
夜
、

密
か
に
朝
倉
貞
景
に
注
進
さ
れ
、
四
月
三
日
、
数
千

騎
を
率
い
た
貞
景
が
敦
賀
城
を
包
囲
し
た
た
め
景
豊

は
自
害
し
て
、
乱
は
一
日
に
し
て
平
定
さ
れ
た
。
「
束

寺
過
去
帳
」
は
、
こ
の
合
戦
で
数
百
人
が
死
亡
し
た

と
記
し
て
い
る
。
乱
平
定
後
の
五
月
一
一
一
日
付
の
京
都

同叫

祇
園
社
宝
寿
院
宛
の
「
朝
倉
貞
景
書
状
」
の
中
で
「
今

度
同
名
孫
四
郎
宣
量
一
旦
)
不
思
議
之
働
現
形
段
、
就

加
成
敗
候
儀
」
と
あ
り
、
乱
平
定
に
つ
き
頂
戴
し
た

音
問
と
巻
数
の
札
を
述
べ
て
い
る
。
郡
司
職
を
継
承

し
た
景
豊
は
治
世
僅
か
に
八
年
で
滅
亡
し
た
た
め
、

郡
司
と
し
て
の
活
動
記
録
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
な

ぃ
。
た
だ
、
文
亀
元
年
九
月
十
三
日
の
汁
川
舟
方
公

同

事
銭
注
文
」
に
残
る
景
豊
と
思
わ
れ
る
花
神
の
み
が

唯
一
の
徴
証
で
あ
ろ
う
。

三
、
朝
倉
修
理
亮
景
嘉
(
朝
倉
景
冬
の
系
譜
か
)

朝
倉
景
豊
の
滅
亡
後
、
敦
賀
郡
司
職
は
後
述
す
る

如
く
朝
倉
教
景
に
継
承
さ
れ
た
が
、
前
記
の
「
壬
生

本
朝
倉
家
譜
」
で
は
、
景
豊
の
家
督
は
舎
弟
の
九
郎

兵
衛
に
、
さ
ら
に
そ
の
弟
の
春
蘭
軒
宗
栢
運
之
に
継

承
さ
れ
て
い
る
。
宗
家
に
離
反
し
た
景
豊
は
滅
亡
し

て
も
、
家
祖
の
景
冬
の
功
績
大
な
る
故
か
、
そ
の
家

系
は
断
絶
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
で
、
永
禄

十
一
年
(
一
五
六
八
)
の
足
利
義
昭
義
景
亭
御
成
り

制

の
際
に
御
礼
に
伺
侯
し
た
朝
倉
同
名
衆
の
な
か
に

「
朝
倉
修
理
亮
景
嘉
」
が
見
え
る
。
「
朝
倉
修
理
亮

景
嘉
」
は
、
ど
の
「
朝
倉
系
図
」
に
も
見
え
な
い
が
、
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景
冬
の
官
途
の
「
修
理
亮
」
を
襲
名
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
恐
ら
く
景
冬
の
系
譜
を
引
く
同
名
衆
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
景
嘉
に
つ
い
て
は
、
「
伊
勢
古
文
書
勲
」

に
、
前
年
に
越
前
某
在
所
に
御
神
楽
料
等
を
寄
進
し

た
旨
の
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
七
月
と
推
定
さ
れ

る
「
朝
倉
景
嘉
(
修
理
亮
)
書
状
写
」
が
収
載
さ
れ

て
い
る
が
、
「
写
」
の
た
め
解
読
不
能
な
部
分
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
発
見
さ
れ
た
原
本
の
「
朝

倉
景
嘉
書
蜘
」
の
文
面
に
よ
る
と
、
朝
倉
義
景
滅
亡

後
、
景
嘉
は
越
後
の
上
杉
氏
へ
身
を
寄
せ
た
ら
し

く
、
上
杉
謙
信
が
上
洛
の
時
に
越
前
で
一
城
を
与
え

て
朝
倉
家
再
興
を
約
し
て
い
る
。
し
か
し
、
景
嘉
の

夢
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
子
孫
は
越
後
で

継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

)
 

l
 

(
 

注
記

松
原
信
之
著
「
朝
倉
領
国
支
配
の
一
考
察
」
(
『
福
井
県

地
域
史
研
究
』
第
3
号
)

河
村
昭
一
著
「
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て
L

(
『
若
越
郷
土
研
究
』
二
O
の
一
)

斯
波
氏
時
代
の
「
敦
賀
郡
代
」
に
つ
い
て
の
存
在
は
、

前
記
の
河
村
昭
一
の
論
文
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
後
、
「
『
福
井
県
史
』
通
史
編
2
中
世
」
の
第
三

章
で
も
論
及
さ
れ
、
郡
代
に
は
守
護
代
甲
斐
氏
の
一

族
が
代
々
配
置
さ
れ
た
。

『
蔭
涼
軒
目
録
』
延
徳
四
年
(
一
四
九
二
)
正
月
一
一
一

(2) (3) 
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(4) 

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

(5) 

日
条「

朽
木
家
古
文
章
百
」
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
、
以
下

[
「
県
史
』
資
2
]
)
と
略
称
す
る

「
西
福
寺
文
章
百
」
二
三
七
号
(
『
県
史
』
資
8
)

「
西
福
寺
文
書
」
二
三
人
号
(
「
県
史
』
資
8
)

「
平
松
文
書
」
(
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
一
一
)

郡
司
と
し
て
の
朝
倉
景
冬
発
給
の
文
書
は
、
前
記
の

「
平
松
文
書
」
以
外
に
も
、
少
な
く
と
も
以
下
の
四

点
が
確
認
さ
れ
る
。

文
明
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
西
福
寺
中
興
院
宛
「
朝

倉
修
理
亮
安
堵
状
」
・
同
八
年
九
月
二
十
日
付
清
観
院

宛
「
朝
倉
景
冬
定
書
写
」
・
延
徳
=
一
年
(
一
四
九
一
)

十
二
月
三
十
六
日
付
「
朝
倉
景
冬
安
堵
状
」
(
以
上
「
西

福
寺
文
書
」
一
一
一
一
七
号
・
一
=
一
人
号
・
一
四
四
号
『
県

史
』
資
8
所
収
)
、
ま
た
文
明
十
年
十
月
二
十
一
日
付

「
四
郎
大
夫
田
地
売
券
」
(
「
永
厳
寺
文
書
」
「
敦
賀
市

史
』
史
料
編
二
)
に
も
同
月
二
十
八
日
に
「
修
理
亮
」

が
裏
書
安
堵
し
て
い
る
。

「
当
国
御
陳
之
次
第
」
は
金
沢
市
立
図
書
館
「
加
越

能
文
庫
所
蔵
」
の
「
宗
滴
夜
話
」
の
加
筆
増
補
部
分

に
増
補
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
全
文
『
福
井
市
史
』

資
料
編
2
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
文
中
に
(
「
当

国
御
陳
之
次
第
」
)
と
し
て
典
拠
し
な
い
。

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
(
以
下
、
「
雑
事
記
』
と
略

称
す
る
)
長
享
二
年
三
月
十
日
条

「
清
水
成
就
院
文
書
」
(
「
県
史
』
資
2
)

「
天
隠
語
録
」
(
『
続
群
書
類
従
』
日
輯
上
)

「
英
林
居
土
十
三
年
忌
香
語
」
(
「
天
隠
龍
沢
集
黙
雲

稿
異
本
」
『
五
山
文
学
新
集
』

5
)

京
都
大
学
文
学
部
国
史
教
室
所
蔵
文
書
で
、
松
原
信

之
著
「
壬
生
本
朝
倉
系
図
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
文

献
出
版
『
日
本
海
地
域
史
研
究
』
第
六
輯
に
所
収
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
「
壬
生
本
朝
倉
系
図
」
の
[
系

図
]
を
[
家
譜
]
と
し
た
。
以
下
、
文
中
に
「
壬
生

(9) (8) (7) (6) (1ゆ。1)(14) (1功(12)仕。

(16) 

本
朝
倉
家
譜
」
と
表
記
し
て
典
拠
し
な
い
。

『
雑
事
記
』
明
応
四
年
十
月
二
日
条
に
「
朝
倉
遠
江

守
去
月
廿
日
逝
去
、
」
と
あ
る
。

称
念
年
本
「
朝
倉
系
図
」
(
松
原
信
之
著
『
越
前
朝
倉

氏
と
心
月
寺
』
所
収
)

「
西
福
寺
文
書
」
一
四
二
号
・
一
四
三
号
(
と
も
に

『
県
史
』
資
8
所
収
)

「
八
坂
神
社
文
書
」
(
「
県
史
』
資
2
)

「
道
川
文
書
」
(
『
県
史
』
資
8
)

「
朝
倉
義
景
亭
御
成
記
」
(
『
福
井
市
史
』
資
料
編
2
)

「
神
宮
文
庫
所
蔵
文
書
」
(
「
県
史
』
資
2
)

名
古
屋
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
。
県
立
一
乗
谷
朝
倉

氏
遺
跡
資
料
館
の
佐
藤
圭
氏
が
発
見
。

。ヵ(18) 。3)伺例制同

後
期
敦
賀
郡
司
初
代
朝
倉
教
景
(
宗
滴
)

一
、
両
小
太
郎
教
景
の
母
「
桂
室
永
昌
大
姉
」

は
、
英
林
孝
景
の
後
室
、
桂

第
二
章

朝
倉
教
景
(
宗
滴
)

室
永
昌
を
生
母
と
し
て
文
明
九
年
(
一
四
七
七
)
に

孝
景
の
末
子
、
八
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
英
林
孝
景

は
八
人
の
男
子
と
四
人
の
女
子
を
も
う
け
て
い
る

が
、
嫡
子
で
あ
る
氏
景
(
子
春
)
の
生
母
、
円
渓
異

成
大
姉
(
孝
景
の
叔
父
の
朝
倉
将
景
息
女
)
が
氏
景

五
歳
の
時
の
享
徳
二
年
(
一
四
五
三
)
に
死
没
し
て

い
る
か
ら
(
「
壬
生
本
朝
倉
家
譜
」
)
、
氏
景
以
後
の
弟

妹
の
多
く
は
孝
景
の
後
室
か
、
あ
る
い
は
側
室
を
母

と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
後
室
に
し
て
も

側
室
に
し
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
孝
景

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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の
最
後
の
後
室
の
桂
室
永
昌
は
、
温
科
氏
の
出
自
で

若
狭
の
逸
見
氏
養
女
と
な
っ
た
後
に
孝
景
の
後
室
に

迎
え
ら
れ
た
。
な
お
、
温
科
氏
は
安
芸
国
安
芸
郡
温

品
村
(
現
広
島
東
区
)
を
本
拠
と
す
る
国
人
か
ら
室

町
時
代
頃
に
温
科
氏
を
称
し
、
明
応
八
年
(
一
四
九

九
)
に
武
田
氏
に
背
い
て
滅
亡
し
か
。

教
景
に
は
生
母
「
桂
室
永
昌
」
を
同
じ
く
す
る
十

六
歳
年
長
の
実
兄
、
五
男
の
小
太
郎
教
景
(
以
千
宗

勝
)
が
い
た
。
文
明
十
一
年
一
一
一
月
の
「
清
水
寺
再
興

勧
進
状
井
奉
加
帳
」
に
も
「
朝
倉
小
太
郎
教
景
以

千
宗
勝
禅
定
門
」
と
し
て
柱
一
本
二
O
貫
を
奉
加
し

て
お
り
、
叔
父
の
朝
倉
光
玖
の
猶
子
(
養
子
)
と
な

っ
た
が
、
同
十
六
年
七
月
十
二
日
に
異
母
兄
の
四
男

孫
五
郎
(
景
総
)
の
嫉
妬
に
よ
っ
て
に
殺
害
さ
れ
た

と
い
う
。
こ
の
教
景
は
同
十
二
年
八
月
二
十
八
日
の

芝
原
合
戦
(
現
松
岡
町
)
に
十
九
歳
で
大
将
と
し
て

初
陣
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
(
「
当
国
御
陳
之
次

第
」
)
、
寛
正
三
年
(
一
四
六
二
)
の
出
生
で
あ
り
、

桂
室
永
昌
が
孝
景
の
後
室
に
迎
え
ら
れ
た
の
も
、
少

な
く
と
も
そ
の
前
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
、
水

正
十
七
年
(
一
五
二
O
)

の
死
没
で
あ
る
か
ら
、
孝

景
と
は
少
な
く
と
も
二
十
歳
前
後
の
年
齢
差
は
あ
っ

「
義
を
好
ん
で
佃
強
、
身
を

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

修
め
て
謹
厳
、
閏
閣
の
中
に
在
っ
て
も
克
く
家
国
の

政
を
佐
け
か
」
女
丈
夫
と
し
て
孝
景
を
補
佐
し
た
と

い
う
。
こ
の
永
昌
を
養
女
と
し
た
逸
見
氏
と
は
、
若

狭
武
田
氏
の
在
京
奉
行
人
、
逸
見
弾
正
忠
繁
経
の
こ

と
と
思
わ
れ
、
孝
景
の
在
京
中
で
の
結
婚
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
高
位
の
女
性
、
つ
ま
り
朝
倉
氏
当
主

の
内
室
・
母
堂
、
こ
れ
に
準
ず
る
女
性
に
は
特
別
な

尊
称
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
最
尊
称
は
「
上
殿
」
で

『
宣
胤
卿
記
』
に
永
正
十
五
年
四
月
八
日

条
で
、
越
前
よ
り
上
洛
し
た
朝
倉
太
郎
左
衛
門
尉
教

景
(
宗
滴
)
の
母
を
「
上
殿
と
号
す
」
と
補
記
し
て

い
る
の
は
「
桂
室
永
昌
大
姉
」
を
指
し
、
当
時
は
朝

倉
家
に
お
い
て
最
高
の
権
威
を
持
つ
女
性
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
同
十
六
年
に
宇
野
久
重
が
書
き
上
げ

て
朝
倉
家
に
提
出
し
た
戦
功
書
仲
に
は
、
桂
室
永
昌

を
「
東
堂
様
」
と
も
称
し
て
い
る
。
中
御
門
宣
胤
が

教
景
(
宗
滴
)
の
母
と
交
流
し
て
い
た
の
は
宣
胤
と

姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
朝
廷
の
御

料
所
年
貢
の
納
入
に
も
尽
力
し
た
か
ら
で
も
あ
っ

た
。
桂
室
永
昌
は
永
正
十
七
年
四
月
二
日
に
死
没
し

た
が
、
『
聾
盲
一
品
』
の
永
正
十
七
年
四
月
二
十
二
日

条
に
「
今
朝
、
高
辻
家
よ
り
越
州
へ
人
を
差
下
さ
れ

あ
ろ
う
。

た
。
朝
倉
太
郎
左
衛
門
尉
老
母
死
去
ノ
弔
也
」
と
あ

る。

二
、
朝
倉
教
景
(
宗
滴
)
か
ら
養
子
朝
倉
景
紀

へ
の
郡
司
職
継
承

教
景
は
幼
名
を
小
太
郎
、
後
に
太
郎
左
衛
門
尉
と

称
し
た
。
教
景
が
史
料
に
確
実
に
現
れ
る
の
は
、
文

亀
三
年
(
一
五
O
三
)
の
敦
賀
の
乱
以
後
か
ら
で
、

朝
倉
景
豊
の
妹
を
妻
と
し
て
い
た
教
景
は
景
豊
か
ら

の
謀
叛
の
勧
誘
に
対
し
て
恐
ら
く
苦
悶
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
か
、
突
然
、
坂
井
郡
竜
興
寺
へ
入
寺
し
出
家

し
て
「
宗
滴
沙
弥
」
と
号
し
た
と
い
う
が
(
市
史
本

『
始
末
記
』
)
、
三
月
晦
日
の
夜
、
密
か
に
景
豊
の
謀

叛
を
一
乗
谷
の
貞
景
の
も
と
へ
通
報
し
た
。
こ
れ
を

受
け
た
貞
景
は
、
四
月
三
日
、
た
だ
ち
に
数
千
騎
を

率
い
て
敦
賀
城
を
包
囲
し
て
景
豊
を
滅
ぼ
し
た
。
こ

の
よ
う
に
宗
家
を
救
っ
た
功
労
と
し
て
教
景
は
敦
賀

郡
司
に
任
命
さ
れ
た
。

文
亀
三
年
の
敦
賀
乱
の
鎮
定
後
、
朝
倉
貞
景
は
直

ち
に
原
の
西
福
寺
な
ど
主
な
諸
寺
庵
の
寺
領
を
安
堵

帥

し
て
宗
家
と
し
て
の
主
権
を
誇
示
し
た
上
で
、
改
め

て
教
景
を
郡
司
と
し
て
任
命
し
敦
賀
郡
を
預
け
た
の

で
あ
ろ
う
。
以
後
、
こ
の
安
堵
状
の
旨
に
任
せ
て
朝
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倉
教
景
の
安
堵
状
や
安
堵
裏
書
・
禁
制
状
や
判
物
が

数
多
く
発
給
さ
れ
た
。
な
お
、
教
景
の
「
花
神
」
の

形
状
は
、
永
正
二
年
(
一
五
O
対
)
ま
で
と
永
正
六

年
以
降
と
で
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
郡
司
と
し
て

の
心
構
え
も
「
花
神
」
の
変
化
に
現
れ
て
い
る
。
ま

た
、
複
数
の
「
郡
奉
行
人
」
、
そ
の
下
に
は
「
小
奉

行
人
」
ま
で
配
置
し
て
、
前
代
と
は
異
な
る
敦
賀
郡

司
支
配
制
度
を
確
立
し
た
の
も
教
景
の
時
代
か
ら
で

あ
っ
た
。

教
景
は
実
子
が
あ
り
な
が
ら
も
こ
れ
を
廃
嫡
し

て
、
宗
家
の
朝
倉
貞
景
の
四
男
、
景
紀
を
養
子
に
迎

え
た
。
教
景
の
郡
司
と
し
て
の
発
給
文
書
は
、
享
禄

三
年
(
一
五
三
O
)
七
月
の
永
厳
寺
文
書
を
最
後
と

国

し
、
同
五
年
六
月
の
中
山
文
書
か
ら
は
景
紀
の
発
給

丈
書
に
代
わ
る
か
ら
、
景
紀
へ
の
郡
司
職
譲
渡
は
、

享
禄
頃
と
考
え
ら
れ
、
恐
ら
く
、
享
禄
の
錯
乱
で
加

賀
へ
出
陣
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
、
武
将
(
軍
奉
行
)
と
し
て
の
教
景

朝
倉
宗
滴
合
戦
年
表
(
「
宗
滴
話
記
」
三
四
条
)
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合

戦

内

容

一
豊
一
原
寺
E
日
帰
牢
人
出
張
之
時
、
十
月

一年一
一
廿
一
日
合
戦
有
之

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上

七 ノム、 五 五 四 四
九 J¥ 五 九 。J¥ 七 九

弘治 天文 禄芋 大刀t 刀大t 永正 刀正t 刀t 刀t
亀文 応明、正 正

I年E 
年 年四

七 五
年四 年四 年

フ年E 
年

四
年 年 年

せ両ゴ十月落加州
放火。濃州陣

外し加 有尽
有責之江北州 丹後陣

有玄 をり大 月五 敦 相F

候。度ー三居。陣 、石川陣 之。都泉 之忍 越退ー 十郎 賀 ケ
度i可 。出 し口撲 九殿 城 瀬

之日但七 々郡
乗寺

。の

足軽l口h 

候 合合之 日出 責 1口込

ム、一月 九 郡 時 戦戦時 、張 戦
戦浜ヶ二 月

大谷
有有、 金に 卯

。之所十 十 戦 J¥ 之之七 井付 月 陣

何も手敷地てに三日
十 お十

議責有毛
月

殿主千討執之弥A 長右之て

な
ゐハ 十月 七

1有戦日ロ込
し

馬之 合、 日 て日 十月
十 月七

。

日戦山 止ロ為 、 九 九 ハ日
前一有城 井

戦有湊川 日
ム 日 日
ノ、

に日之三 之 日
、

中豊 ，ウ、-
て之。ケ 口 を 止E3》 .g. 。江原 。

さ中入所 悉 其越 戦 城 戦 河よ 九

朝
倉
教
景
(
宗
滴
)
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
の

は
、
宗
滴
の
家
臣
の
萩
原
八
郎
右
衛
門
尉
宗
俊
が
書

き
留
め
た
、
宗
滴
の
明
快
な
語
録
集
「
朝
倉
宗
滴
話

同

記
」
(
『
宗
滴
夜
話
』
)
で
あ
る
。
教
景
(
宗
滴
)
は
敦

賀
郡
司
職
で
あ
り
な
が
ら
も
生
涯
を
軍
奉
行
一
筋
に

徹
し
た
。
「
朝
倉
宗
滴
話
記
」
に
よ
れ
ば
、
十
八
歳

で
初
陣
を
果
た
し
た
教
景
は
、
七
十
九
歳
の
晩
年
に

至
る
ま
で
自
国
・
他
国
へ
の
出
陣
は
、
越
前
に
侵
入

す
る
加
賀
の
一
向
一
挟
軍
を
幾
度
も
撃
退
し
た
他

に
、
加
賀
を
始
め
若
狭
・
丹
後
・
近
江
・
美
濃
・
京

都
な
ど
の
他
国
へ
も
十
二
度
に
及
ぴ
(
表
参
照
)
武

威
を
国
の
内
外
に
示
し
、
馬
前
で
の
野
戦
は
七
度
、

そ
の
う
ち
三
度
は
持
道
具
に
血
を
付
け
た
と
い
い
、

兄
弟
八
人
の
う
ち
合
戦
で
敵
兵
を
殺
し
た
の
は
自
分

だ
け
だ
と
述
べ
て
い
る
。

中
で
も
、
教
景
の
最
大
の
武
功
は
、
永
正
三
年
(
一

五
O
六
)
総
数
三
十
万
と
い
わ
れ
た
加
賀
・
越
中
・

能
登
の
一
挨
勢
が
、
挙
げ
て
越
前
の
川
北
一
帯
に
侵

入
し
て
、
七
月
末
に
は
朝
倉
方
の
死
守
戦
と
も
い
う

べ
き
九
頭
竜
川
を
挟
ん
で
朝
倉
軍
と
対
峠
し
た
時
で

あ
っ
た
。
朝
倉
方
の
総
大
将
と
な
っ
た
朝
倉
教
景
(
宗

滴
)
は
、
藤
島
中
ノ
郷
(
現
福
井
市
)
に
本
陣
を
置

き
、
鳴
鹿
表
志
比
圧
や
高
木
口
、
中
角
渡
り
の
南
岸

の
黒
丸
村
な
ど
に
は
朝
倉
方
の
諸
将
を
配
置
し
た

が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
併
せ
て
も
朝
倉
勢
は
一
万

一
O
O
余
騎
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
両
軍
の
対
戦

は
、
結
局
、
朝
倉
教
景
(
宗
滴
)
の
先
制
攻
撃
に
よ

っ
て
勝
利
し
、
八
月
六
日
に
一
挟
方
は
総
崩
れ
と
な

っ
て
敗
退
し
た
(
市
史
本
「
始
末
記
』
)

0

教
景
の
遠
征
の
最
た
る
も
の
は
大
永
七
年
(
一
五

の
京
都
出
陣
で
あ
っ
た
。
当
時
、
京
都
に
あ

。
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つ
て
は
異
常
な
幕
府
体
制
の
な
か
で
、
足
利
義
晴
を

推
戴
す
る
細
川
高
国
は
反
高
国
陣
営
に
よ
っ
て
将
軍

と
も
ど
も
に
近
江
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
た

め
、
義
晴
(
近
江
公
方
)
と
高
固
は
朝
倉
氏
に
対
し

て
京
都
回
復
の
た
め
の
軍
勢
催
促
を
せ
ま
っ
た
。
こ

れ
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
朝
倉
孝
景
は
、
大
永
七
年

十
月
に
朝
倉
太
郎
左
衛
門
尉
教
景
を
総
大
将
と
す
る

越
前
衆
を
派
兵
し
た
。
越
前
勢
を
加
え
、
公
方
衆
七

千
を
中
心
と
す
る
細
川
方
・
近
江
六
角
方
そ
れ
ぞ
れ

二
万
余
の
軍
勢
を
従
え
た
足
利
義
晴
は
、
十
三
日
に

よ
う
や
く
再
入
洛
を
果
た
し
た
。
そ
の
日
、
八
坂
祇

聞
社
前
に
到
着
し
た
総
勢
約
一
万
と
い
わ
れ
た
越
前

衆
の
威
容
さ
は
見
物
人
の
目
を
驚
か
せ
た
と
い
、
刊
o

足
利
義
晴
・
細
川
高
国
勢
の
入
洛
に
対
し
て
反
高

国
陣
営
も
反
撃
に
出
て
、
十
一
月
十
九
日
の
下
京
の

西
院
口
(
西
七
条
川
勝
寺
口
)
で
の
合
戦
は
激
戦
と

な
っ
た
。
足
利
義
晴
の
本
陣
で
あ
っ
た
東
寺
を
攻
撃

し
て
き
た
畠
山
の
河
内
勢
に
応
戦
し
た
朝
倉
方
は
勝

一
説
に
は
、
両
方
で
五
O
人
ば
か

利
を
収
め
た
が
、

り
討
ち
死
し
た
と
い
い
、
ま
た
越
前
衆
も
二
O
O
人

ほ
ど
討
た
れ
た
と
も
い
、
が
。
こ
の
朝
倉
勢
の
奮
戦
に

対
し
十
一
月
二
十
六
日
に
朝
倉
景
紀
(
教
景
の
養

子
)
に
対
し
細
川
高
国
の
感
蜘
が
、
翌
二
十
七
日
に

は
朝
倉
教
景
・
同
景
紀
に
対
し
与
力
被
官
人
の
忠
節

酬

を
賞
す
る
足
利
義
晴
の
感
状
な
ど
が
発
給
さ
れ
、
本

国
の
朝
倉
孝
景
か
ら
も
十
二
月
十
一
日
、
在
陣
中
の

教
景
に
対
し
長
文
に
わ
た
る
激
賞
の
感
状
が
送
ら
れ

た
敵
の
再
襲
撃
に
備
え
て
十
一
月
二
十
九
日
に
は
越

前
か
ら
五
六
千
の
新
た
な
援
軍
(
前
波
己
下
三
千
余

と
も
)
が
束
寺
に
到
着
し
た
胸
、
川
勝
寺
口
合
戦
の

後
は
洛
内
の
所
々
で
小
ぜ
り
合
が
続
く
だ
け
で
合
戦

ら
し
い
合
戦
も
な
く
翌
大
永
八
年
を
迎
え
た
。
在
陣

中
の
越
前
衆
に
も
次
第
に
厭
戦
気
分
が
み
な
ぎ
り
朝

倉
方
も
両
者
聞
の
和
睦
交
渉
に
奔
走
し
た
が
、
相
手

方
の
内
証
に
よ
っ
て
和
議
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
京
都
出
兵
の
無
意
味
さ
を
次
第
に
感
じ
始
め

た
の
か
、
朝
倉
方
は
突
然
、
=
一
月
六
日
に
一
兵
も
残

さ
ず
越
前
へ
帰
還
し
て
し
ま
っ
か
。

「
壬
生
本
朝
倉

家
譜
」
で
は
「
道
永
(
高
固
)
始
末
不
調
、
越
兵
帰

陣
也
」
と
あ
る
か
ら
、
高
国
の
和
議
に
対
す
る
ま
ず

さ
か
、
ま
た
は
高
固
と
教
景
と
の
不
和
な
ど
が
原
因

で
朝
倉
方
が
撤
兵
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

「
細
川
道
永
(
高
国
)
書
状
動
」
に
「
家
婦
遠
行
之

儀
、
言
語
道
断
之
次
第
候
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
大

永
の
京
陣
の
前
後
に
教
景
は
妻
を
亡
く
し
た
の
で
あ

ろ、っ。後
年
、
若
年
で
国
主
の
座
に
着
い
た
義
景
に
し
て

み
れ
ば
、
老
巧
な
宗
滴
は
も
っ
と
も
頼
る
べ
き
家
臣

で
あ
っ
た
。
「
宗
滴
話
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
義
景
様

御
幼
少
に
て
大
舶
様
(
孝
景
)
に
離
れ
ら
れ
候
み
ぎ

よ
り
、
愚
老
を
召
寄
ら
れ
、
高
事
御
異
見
を
も
申
上

候
へ
ば
、
何
た
る
義
を
も
き
こ
し
め
さ
せ
ら
れ
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
義
景
へ
の
宗
滴
の
進
言
は
す
べ
て

取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
い
、
宗
滴
は
ま
さ
に
宿
老
的

な
存
在
に
ま
で
成
長
し
て
い
た
が
、
領
国
支
配
の
政

務
に
は
ほ
と
ん
ど
関
与
せ
ず
「
自
分
は
百
歳
に
成
候

と
も
行
歩
が
か
な
う
聞
は
武
者
を
捨
ま
じ
く
候
」

と
、
終
身
軍
奉
行
に
徹
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い

る
。
し
か
も
、
「
大
将
と
申
は
御
屋
形
様
に
て
候
問
、

一
向
し
か
る
べ
か
ら
ず
候
」

か
ろ
が
ろ
敷
候
て
は
、

と
、
義
景
を
立
て
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。

四
、
教
景
(
宗
滴
)
の
最
後
の
加
賀
出
征
と
死
没

弘
治
元
年
(
一
五
五
五
)
七
月
二
十
一
日
、
朝
倉

義
景
か
ら
加
賀
の
一
向
一
撲
の
征
伐
を
命
ぜ
ら
れ
て

一
乗
谷
を
出
立
し
た
朝
倉
宗
滴
は
、
ま
ず
金
津
に
着

陣
し
、
二
十
二
日
に
は
細
呂
宜
に
野
障
を
取
り
、
翌

日
に
加
賀
に
入
っ
て
橘
山
に
居
陣
す
る
と
、
足
軽
に
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付
近
の
村
々
を
焼
き
払
わ
せ
、
江
沼
郡
の
大
聖
土
す
な

ど
三
か
所
に
た
て
こ
も
る
七
八
千
の
一
撰
勢
を
攻
め

た
て
て
、
六
七
十
人
の
一
挨
衆
を
打
ち
取
り
大
聖
寺

・
千
束
・
南
郷
の
三
か
城
を
落
と
し
た
。
二
十
五
日

に
は
敷
地
山
に
陣
替
え
し
て
山
際
の
一
帯
を
焼
き
払

ぃ
、
朝
倉
勢
は
連
戦
連
勝
で
あ
っ
た
。
八
月
に
入
る

と
、
態
勢
を
と
と
の
え
た
加
賀
四
郡
の
一
撰
勢
は
、

山
手
と
浜
手
と
中
央
の
北
陸
道
ぞ
い
の
中
手
の
三
手

に
分
か
れ
て
、
猛
勢
を
も
っ
て
朝
倉
方
を
攻
め
た

て
、
十
三
日
に
敷
地
・
菅
生
口
一
帯
は
大
激
戦
と
な

っ
た
。
宗
滴
は
果
敢
に
こ
れ
を
迎
え
打
ち
、
一
挨
勢

同

は
数
千
人
が
打
死
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
同
十
五

日
に
宗
滴
は
陣
中
に
お
い
て
突
然
、
病
に
倒
れ
た
。

宗
滴
は
す
で
に
自
己
の
死
期
を
感
じ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
も
病
を
お
し
て
同
二
十
日
に
陣
中

か
ら
上
杉
謙
信
の
側
近
で
あ
る
直
江
与
兵
衛
尉
実
綱

(
景
綱
)
に
書
を
送
り
、
加
賀
に
お
け
る
戦
況
を
つ

ぶ
さ
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
越
中
方
面
で
の
対
応

を
依
頼
し
て
い
る
胸
、
こ
れ
と
同
日
付
で
同
内
容
の

書
状
を
飛
騨
の
豪
族
三
木
良
頼
に
も
送
っ
て
同
じ
く

越
中
へ
の
対
応
を
依
頼
し
て
い
る
か
初
、
加
賀
を
封

じ
込
め
る
べ
く
、
各
所
に
周
到
な
手
を
う
ち
な
が

27 

ら
、
宗
滴
は
加
賀
に
出
撃
し
た
に
違
い
な
い
。
加
賀

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

出
陣
中
に
病
を
得
た
宗
滴
は
越
前
帰
国
す
る
が
、
壮

図
な
か
ば
に
し
て
九
月
八
日
、
無
念
の
思
い
で
一
乗

谷
で
死
去
し
た
。
亨
年
七
十
九
歳
で
法
名
は
月
光
院

殿
照
葉
宗
滴
大
居
士
と
称
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
初
代
の
英
林
孝
景
の
時
代
に
生
を

う
け
五
代
の
義
景
ま
で
の
、
ま
さ
に
戦
国
大
名
朝
倉

氏
の
全
時
代
に
わ
た
っ
て
生
き
た
教
景
は
、
特
に
慈

視
院
光
玖
亡
き
あ
と
の
貞
景
・
孝
景
・
義
景
の
三
代

を
補
佐
し
た
柱
石
的
人
物
と
な
り
、
政
治
的
に
も
重

要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
が
、
晩
年
の
宗
滴
は
ま

さ
に
カ
リ
ス
マ
的
存
在
と
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
宗

滴
の
死
は
朝
倉
氏
に
と
っ
て
は
大
き
な
打
撃
で
あ

り
、
そ
の
後
の
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
に
も
暗
い
か
げ

り
を
見
せ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
教
景
宗
滴
の
「
小
祥
思
(
一
周
忌
)
」

に
大
徳
寺
住
の
蒲
蓄
が
「
為
宗
滴
沙
弥
」
と
し
て
宗

滴
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。
蒲
蓄
と
は
、
そ
の
弟
子
が

同

記
し
た
行
状
に
よ
る
と
、
宗
陳
古
渓
と
称
し
「
越
前

朝
倉
氏
之
子
也
」
と
あ
る
が
、
恐
ら
く
廃
嫡
と
し
て

入
寺
さ
せ
た
教
景
宗
滴
の
実
子
で
あ
ろ
う
。
越
前
善

応
寺
の
臆
雪
鷹
覇
和
尚
に
随
従
し
て
学
び
、
鷹
覇
の

死
後
に
大
徳
寺
に
入
寺
し
た
と
い
う
。
文
禄
五
年

(
一
四
九
六
)
正
月
十
七
日
に
六
十
六
歳
で
死
寂
し

て
い
る
か
ら
、
享
禄
三
年
(
一
五
三
O
)
の
生
ま
れ

と
な
る
。五

、
教
景
(
宗
滴
)
の
文
化
活
動
と
人
物
像

教
景
宗
滴
は
文
化
文
芸
活
動
に
も
深
い
強
い
関
心

を
寄
せ
、
連
歌
に
つ
い
て
は
連
歌
師
宗
祇
の
高
弟
、

宗
長
と
深
い
交
流
が
あ
っ
た
。
永
正
十
二
、
三
年
頃

同

の
宗
長
第
二
の
自
撰
句
集
「
那
智
龍
」
に
よ
れ
ば
、

越
前
滞
在
中
に
一
乗
の
深
獄
寺
疎
壁
軒
や
朝
倉
屋

形
、
被
官
衆
の
屋
敷
な
ど
で
発
句
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
朝
倉
太
郎
左
衛
門
尉
教
景
の
山
庄
、
昨
雨
軒
で

も
発
句
し
て
い
る
。
昨
雨
軒
は
一
乗
谷
付
近
に
所
在

し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
「
越
前
国
城
蹟
和
」

に
よ
れ
ば
、
朝
倉
宗
滴
屋
敷
跡
が
一
乗
谷
外
の
東
郷

福
田
村
(
現
福
井
市
)
に
あ
り
、
そ
の
南
西
に
生
母

の
桂
室
永
昌
の
菩
提
所
曹
洞
宗
永
昌
寺
も
あ
っ
た
か

ら
、
昨
雨
軒
は
こ
の
屋
敷
の
近
辺
山
麓
に
あ
っ
た
の

で
は
と
思
わ
れ
る
。
戦
国
大
名
の
連
歌
師
と
の
交
流

の
背
景
に
は
、
諸
国
を
旅
す
る
と
い
う
連
歌
師
の
特

性
を
利
用
し
て
近
隣
諸
国
の
大
名
の
動
静
を
探
る
こ

と
に
も
目
的
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
軍
師
と
し
て
の
教

景
の
し
た
た
か
さ
が
し
の
ば
れ
る
。

ま
た
、
京
都
の
三
条
西
実
隆
に
も
太
万
や
塩
引
や
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刷

初
雁
な
ど
を
贈
与
し
た
り
し
て
、
色
帯
四
枚
の
染
筆

闘

を
望
む
な
ど
、
文
芸
交
流
も
楽
し
ん
で
い
る
。
一
方
、

茶
道
に
も
関
心
を
有
し
ゐ
天
正
十
六
年
(
一
五
八
四
)

成
立
の
「
茶
器
名
物
船
」
に
よ
る
と
、
「
越
前
朝
倉

太
郎
左
衛
門
(
教
景
)
」
が
茄
子
茶
人
を
五
百
貫
文
で

購
入
し
て
府
中
小
袖
屋
に
千
貫
文
で
売
っ
た
と
い

う
。
教
景
の
養
子
、
九
郎
左
衛
門
尉
景
紀
も
一
衝
茶

入
を
所
持
し
て
い
た
と
い
い
o

教
景
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、
『
賀
越
闘
諦
記
』

が
「
智
謀
無
双
ニ
シ
テ
天
下
ニ
名
ヲ
得
玉
フ
良
将
」

と
し
「
智
・
仁
・
勇
ノ
三
徳
ヲ
兼
テ
隠
ナ
キ
名
大

将
」
と
讃
え
て
い
る
が
、
当
時
の
記
録
で
あ
る
「
羽

同

賀
寺
年
中
行
事
」
に
も
「
軍
篇
宝
鑑
の
人
で
、
自
国

他
国
と
も
に
後
世
に
名
を
揚
げ
、
万
人
が
賞
賛
し

た
」
と
す
る
。
教
景
を
知
る
月
舟
和
尚
も
「
平
素
か

ら
人
と
交
わ
っ
て
信
頼
に
厚
い
」
と
し
、

第
一
に
う
そ
を
つ
か
ぬ
者
」
と
い
う
宗
滴
の
言
辞
と

一
致
す
る
。
ま
さ
に
文
武
両
道
を
兼
ね
備
え
た
名
将

「
武
人
は

で
あ
っ
た
。

)
 

l
 

(
 

注
記「

桂
室
永
昌
大
姉
断
七
誇
忌
陸
座
」
(
「
月
舟
和
尚
語

録
」
『
続
群
書
類
従
』
日
輯
上
)

『
広
島
県
の
地
名
』
平
凡
社
刊

『
雑
事
記
』
文
明
十
六
年
八
月
八
日
条

(3) (2) 

(4) 

「
桂
室
永
昌
大
姉
断
七
議
忌
陸
座
」
(
「
月
舟
和
尚
語

録
」
『
続
群
書
類
従
』
日
輯
上
)

「
朝
倉
盛
衰
記
』
上
・
中
・
下
巻
の
三
冊
は
東
大
阪

市
朝
倉
弘
景
氏
所
蔵
。
本
文
に
は
題
名
が
な
い
が
、

本
文
の
目
録
の
も
の
を
題
名
と
し
た
。
な
お
、
当
「
朝

倉
孝
景
之
御
代
家
士
戦
功
書
付
」
に
つ
い
て
は
、
「
朝

倉
家
臣
、
一
老
将
の
戦
功
書
付
に
つ
い
て
」
(
平
成
3

年
7
月
吉
川
弘
文
館
刊
『
中
世
古
文
書
の
世
界
」
(
小

川
信
先
生
古
希
記
念
論
集
)
に
詳
細
に
発
表
し
た
。

『
宣
胤
卿
記
』
補
遺
永
正
十
五
年
四
月
八
日
条

『
出
国
一
胤
卿
記
』
文
亀
二
年
四
月
四
日
条
・
同
文
亀
二

年
四
月
二
十
日
条
「
河
合
庄
三
0
0
0
疋
、
知
行
分

柏
山
庄
三
0
0
0
疋
等
」

「
盲
聾
記
』
と
も
云
い
、
朝
倉
家
と
、
深
い
関
係
に
あ

っ
た
医
師
、
半
井
保
房
の
日
記
で
あ
る
。

『
朝
倉
始
末
記
』
は
写
本
を
含
め
て
多
数
あ
る
が
、

本
稿
で
は
刊
本
と
な
っ
て
い
る
二
穫
を
典
拠
と
し

た
。
[
「
思
想
本
『
始
末
記
』
]
は
『
蓮
如
一
向
一
授
』

日
本
思
想
体
系
げ
所
収
の
「
加
越
闘
誇
記
」
の
略
称

で
『
朝
倉
始
末
記
』
の
原
本
に
近
い
も
の
。
[
市
史

本
『
始
末
記
』
]
は
、
一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
る
心
月

寺
本
系
の
『
福
井
市
史
』
資
料
編
2
に
収
載
さ
れ
て

い
る
も
の
。
但
し
、
両
者
に
共
通
す
る
場
合
は
、
単

に
(
『
朝
倉
始
末
記
』
)
と
し
た
。
以
下
、
文
中
に
(
「
思

想
本
『
始
末
記
』
)
と
表
記
し
て
典
拠
を
省
略
し
た
。

文
亀
三
年
九
月
十
日
付
「
西
福
寺
寺
領
目
録
」
の
紙

継
目
に
朝
倉
貞
景
の
花
神
、
同
日
の
「
朝
倉
貞
景
西

福
寺
寺
領
安
堵
状
」
(
「
西
福
寺
文
書
」
『
県
史
』
資
8
)

「
西
福
寺
文
書
」
は
約
三
O
点
・
「
道
川
文
書
」
で
一

点
・
永
建
寺
文
書
二
点
(
以
上
『
県
史
』
資
8
)
、中

山
正
弥
家
文
書
で
二
点
(
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
四
上
)

永
正
二
年
十
月
十
日
付
「
朝
倉
教
景
書
状
」
(
「
西
福
寺

文
書
」
「
県
史
』
資
8
)

永
正
六
年
十
月
十
六
日
付
「
朝
倉
教
景
書
状
」
(
「
西
福

(5) (7) (6) (8) (9) 。。。め(12) (13) 

(14) 

寺
文
書
」
『
県
史
』
資
8
)

享
禄
三
年
七
月
一
一
十
四
日
付
「
某
軒
一
紙
目
録
」
に

教
景
の
継
目
裏
花
押
あ
り
(
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
二
)

享
禄
五
年
六
月
付
「
比
田
刀
禰
七
郎
左
衛
門
尉
領
地

目
録
」
に
同
月
二
十
八
日
付
で
朝
倉
景
紀
奥
書
安
堵

(
「
中
山
正
弥
家
文
書
」
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編
四
上
)

金
沢
市
立
図
書
館
「
加
能
越
文
庫
」
所
蔵

「
言
継
卿
記
』
大
永
七
年
十
月
十
三
日
条

『
二
水
記
』
大
永
七
年
十
月
十
三
日
条

「
細
川
道
永
感
状
案
」
(
「
古
今
消
息
集
」
「
内
閣
文
庫
所

蔵
文
書
」
所
収
『
県
史
』
資
2
)

「
室
町
家
御
内
書
案
」

「
朝
倉
宗
滴
話
記
」
所
収
文
書
(
金
沢
市
立
図
書
館

「
加
能
越
文
庫
」
所
蔵
)

『
言
継
卿
記
』
大
永
七
年
十
一
月
二
十
九
日
条

『
賓
隆
公
記
』
大
永
八
年
三
月
六
日
条

「
古
今
消
息
集
」
(
「
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
」
所
収
「
県

史
』
資
2
)

「
白
山
宮
荘
厳
講
中
記
録
」

前
出
、
「
朝
倉
宗
滴
話
記
」
所
収
文
書

「
禅
昌
寺
明
叔
録
」

『
輩
痛
を
稿
』
享
保
四
年
「
紫
野
大
光
禅
院
蔵
板
」

北
野
神
社
蔵
(
米
原
正
義
著
「
越
前
朝
倉
氏
の
文
芸
」

桜
楓
社
刊
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
所
蔵
)

杉
原
・
松
原
共
編
『
越
前
若
狭
地
誌
叢
書
』
上
巻
所

収
、
以
下
、
文
中
に
(
「
越
前
国
城
蹟
考
」
)
と
表
記
し

て
典
拠
し
な
い
。

『
賓
隆
公
記
』
大
永
三
年
二
月
二
十
一
日
条
・
同
年

八
月
二
十
九
日
条

『
賓
隆
公
記
』
永
正
十
七
年
六
月
二
十
三
日
条

『
続
群
書
類
従
』
印
輯
下
飲
食
部
七

「
津
田
宗
及
茶
湯
日
記
他
会
記
」
天
正
五
年
四
月

晦
日
朝
の
条

「
羽
賀
寺
文
書
」
(
『
県
史
』
資
9
)

(15) (1功同 (1カ(16)。1)側似)側同白9)(28)附同制。。。1)倒。3)倒(35) 
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第
三
章
後
期
敦
賀
郡
司
ニ
代
朝
倉
景
紀
の
系
譜

一
、
朝
倉
景
紀

景
紀
は
、
国
主
朝
倉
貞
景
の
四
男
と
し
て
生
ま

れ
、
初
め
は
孫
九
郎
、
後
に
九
郎
左
衛
門
尉
と
称
し

た
。
長
じ
て
敦
賀
郡
司
の
朝
倉
教
景
の
(
宗
滴
)
の

養
子
と
な
り
、
大
永
七
年
(
一
五
二
七
)
、
二
十
九

歳
で
教
景
の
京
都
出
陣
に
従
軍
し
て
華
々
し
い
軍
功

を
挙
叩
、
十
一
月
二
十
六
日
に
は
管
領
細
川
高
固
か

ら
景
紀
に
対
レ
、
ま
た
翌
二
十
七
日
に
は
朝
倉
教
景

.
同
景
紀
に
対
し
与
力
被
官
人
の
忠
節
を
賞
す
る
足

利
義
晴
の
感
状
な
ど
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
享
禄
四

年
の
加
州
出
兵
な
ど
に
も
教
景
と
と
も
に
従
軍
し

て
、
軍
奉
行
と
し
て
の
資
質
を
教
景
か
ら
着
実
に
育

ま
れ
て
い
た
。

29 

前
節
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
景
の
郡
司
と

し
て
の
発
給
文
書
は
、
享
禄
三
年
(
一
五
三
O
)
七

月
の
永
厳
寺
文
書
を
最
後
と
し
、
同
五
年
六
月
二
十

八
日
の
中
山
文
書
の
「
領
地
目
録
」
に
景
紀
が
奥
書

安
堵
を
し
て
以
来
、
景
紀
の
発
給
文
書
に
代
わ
る
か

ら
、
教
景
か
ら
景
紀
へ
の
郡
司
職
譲
渡
は
享
禄
頃
と

考
え
ら
れ
る
。
天
文
三
年
(
一
五
三
四
)
閏
一
月
二

十
日
付
の
「
朝
倉
景
紀
書
状
」
は
「
官
途
之
儀
」
に

就
き
青
銅
百
疋
の
贈
与
と
使
者
の
祝
言
に
預
か
っ
た

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

こ
と
に
対
す
る
善
妙
寺
へ
の
礼
状
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
頃
に
景
紀
は
「
左
衛
門
尉
(
唐
名
、
左
金
吾
)
」
の

官
途
に
上
り
、
孫
九
郎
か
ら
九
郎
左
衛
門
尉
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
、
が
。
郡
司
と
し
て
の
景
紀
書
状
や
判
物

な
ど
は
、
善
妙
寺
文
書
・
西
福
寺
文
書
を
中
心
に
十

数
点
見
ら
れ
る
が
、
景
紀
の
郡
司
と
し
て
の
発
給
文

書
は
、
永
禄
元
年
(
一
五
五
八
)
六
月
五
日
付
「
善

妙
寺
寺
領
目
録
」
に
同
年
七
月
十
日
に
安
堵
裏
書
を

与
え
た
の
を
最
後
に
消
え
る
か
ら
、
こ
れ
以
後
に
嫡

男
の
孫
九
郎
景
坑
へ
郡
司
職
が
譲
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
景
紀
は
郡
司
職
退
任
後
も
永
禄
四
年

五
月
二
十
八
日
に
総
大
将
と
し
て
若
狭
高
浜
ま
で
出

陣
し
て
逸
見
城
を
放
火
し
八
月
十
六
日
帰
陣
し
て
い

る
(
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
)
が
、
こ
の
若
狭
出
陣
を
見

舞
っ
た
近
江
の
浅
井
下
野
守
の
書
札
に
対
し
て
、
景

紀
は
六
月
廿
二
日
付
の
返
書
で
詳
細
な
戦
況
を
報
知

し
て
い
る
。
な
お
、
景
紀
は
対
外
的
に
も
、
幕
府
内

談
衆
の
大
館
左
衛
門
佐
が
所
望
す
る
馬
を
送
賭
し
た

り
、
朝
倉
宗
淳
(
孝
景
)
の
下
知
に
よ
り
気
比
杜
選

同

宮
に
就
い
て
の
勅
使
の
沙
汰
に
も
関
与
し
て
い
る
。

景
紀
は
文
武
両
道
に
秀
で
た
武
人
で
あ
っ
た
が
、

特
に
愛
馬
の
志
が
強
く
、
腫
雪
鷹
覇
和
尚
に
我
が
愛

馬
の
た
め
に
賛
と
叙
を
求
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
養
父
の
教
景
同
様
に
文
芸
に
も
関
心
が
深
く
、

景
紀
が
大
永
七
年
の
京
都
出
陣
に
従
軍
し
て
在
洛
し

て
い
た
折
も
、
当
時
、
古
今
伝
授
の
継
承
者
と
し
て

和
学
の
最
高
権
威
者
で
も
あ
っ
た
文
化
人
、
三
条
西

実
隆
と
も
深
く
交
流
し
た
ら
し
く
、
彼
の
日
記
『
賓

隆
公
記
』
の
大
永
八
年
二
月
二
十
五
日
条
に
「
朝
倉

孫
九
郎
太
郎
左
衛
門
猶
子
が
礼
に
来
て
太
万
一
腰

.
烏
子
五
帖
を
携
え
て
き
て
色
紙
な
ど
を
所
望
し

同

た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
帰
国
後
も
人
を
遣
わ
し
て

扇
歌
・
色
帯
歌
等
を
所
望
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
頃
、
景
紀
は
早
く
も
遁
世
出
家
し
た
ら

し
ゃ
、
法
名
を
大
機
伊
冊
と
称
し
た
。

な
お
、
教
景
同
様
に
茶
道
に
も
関
心
を
有
し
て
い

た
ら
し
く
、
天
正
十
六
年
(
一
五
八
四
)
成
立
の
「
茶

器
名
物
集
」
に
よ
る
と
、
九
郎
左
衛
門
尉
景
紀
も
肩

衝
茶
入
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
景
紀
は

嫡
男
孫
九
郎
景
班
と
と
も
に
連
歌
に
も
関
心
を
有

し
、
永
禄
三
年
に
一
乗
谷
で
活
躍
し
た
連
歌
師
、
宗

養
の
「
宗
養
発
句
付
句
」
の
調
書
に
よ
る
と
、
正
月

六
日
・
七
日
に
「
朝
倉
孫
九
郎
殿
代
物
ニ
、
例
年
ノ

会
興
行
作
名
」
、
ま
た
「
朝
倉
九
郎
左
衛
門
殿
能
別

の
会
に
」
と
あ
り
、
景
紀
の
郡
司
職
退
任
銭
別
の
連

歌
会
で
あ
ろ
う
か
。
次
い
で
、
同
五
年
の
一
乗
谷
曲

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



30 

四
十
八
巻
二
号

水
宴
に
も
参
会
し
て
い
る
か
か
、
連
歌
・
和
歌
の
道

に
も
造
詣
の
深
い
文
武
両
道
に
秀
れ
た
武
将
で
あ
っ

た
。
な
お
、
こ
の
曲
水
宴
の
歌
会
に
は
、
景
紀
の
子
、

後
の
中
務
大
輔
景
恒
が
還
俗
前
の
「
松
林
院
鷹
瑳
」

で
参
会
し
て
い
る
。

若
越
郷
土
研
究

と
こ
ろ
で
、
兄
弟
を
持
た
な
か
っ
た
国
主
朝
倉
義

景
に
と
っ
て
最
近
親
者
と
な
る
同
名
衆
は
、
前
の
敦

賀
郡
司
で
あ
っ
た
叔
父
の
朝
倉
景
紀
(
伊
冊
)
と
従

兄
弟
の
大
野
郡
司
の
朝
倉
景
鏡
し
か
い
な
か
っ
た
。

永
禄
十
一
年
の
足
利
義
昭
義
景
亭
御
成
り
の
際
に
御

礼
に
伺
候
し
た
朝
倉
同
名
衆
の
書
立
て
(
「
朝
倉
義

景
亭
御
成
記
」
)
に
は
、
最
上
位
で
あ
る
は
ず
の
朝

倉
景
紀
(
伊
冊
)
一
族
の
名
列
が
な
い
。
こ
れ
は
、

景
紀
が
前
年
の
永
禄
十
年
十
二
月
に
義
景
屋
形
を
訪

問
し
た
足
利
義
秋
(
義
昭
)
か
ら
頭
巾
を
免
ぜ
ら
れ

青
銅
万
疋
を
進
上
し
て
子
息
の
景
恒
ら
と
と
も
に
長

寿
御
縁
に
伺
候
し
た
時
に
、
大
野
郡
司
の
景
鏡
(
義

景
の
従
兄
弟
)
が
景
紀
と
座
配
の
上
下
を
争
っ
て
不

参
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
度
の
義
景
亭
御
成
り
の

際
に
は
、
景
鏡
が
同
名
衆
の
筆
頭
と
し
て
御
礼
に
伺

候
し
た
た
め
、
景
紀
一
族
が
不
参
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
座
配
を
め
ぐ
る
両
家
の
鋭
い
対

立
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
永
禄
七
年
の
加
賀
出
障
の
時

に
景
鏡
ら
と
景
紀
の
子
息
の
景
暁
(
敦
賀
郡
司
)
と

の
大
将
争
い
で
敗
れ
、
景
坑
が
自
害
し
て
以
来
、
両

家
の
確
執
と
し
て
長
く
尾
を
引
い
た
結
果
で
あ
っ

た

二
、
朝
倉
景
琉
・
同
景
恒

永
禄
元
年
(
一
五
五
八
)
以
後
、
敦
賀
郡
司
職
は

景
紀
か
ら
嫡
男
の
孫
九
郎
景
坑
に
譲
渡
さ
れ
た
ら
し

い
が
、
景
紀
(
伊
冊
)
の
権
威
は
甚
大
で
、
景
坑
を

後
見
し
補
佐
し
た
。
た
だ
、
景
坑
の
郡
司
と
し
て
の

治
世
が
短
か
っ
た
た
め
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
景
坑
に

関
係
し
た
文
書
・
判
物
は
一
点
も
伝
来
し
な
い
。
前

述
の
如
く
、
永
禄
七
年
九
月
一
日
に
孫
九
郎
景
坑
が

自
害
す
る
と
(
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
)
、
景
琉
の
嫡

男
が
ま
だ
二
歳
で
あ
っ
た
た
め
、
景
坑
の
弟
、
松
林

院
応
瑳
が
還
俗
し
て
敦
賀
郡
司
を
継
承
し
た
。
中
務

大
輔
景
恒
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
に
。
景
紀
は
景
坑
の

二
歳
の
遺
子
(
七
郎
)
を
と
も
な
い
、
景
紀
の
知
行

所
で
あ
っ
た
今
立
郡
川
島
庄
(
鯖
江
市
)
に
退
隠

し
、
元
亀
三
年
(
一
五
七
二
)
五
月
一
日
に
七
十
二

歳
で
光
厳
寺
で
死
没
し
お
。
な
お
、
「
越
前
国
城
蹟

考
」
に
は
今
立
郡
川
島
村
に
城
跡
と
し
て
「
朝
倉
観

行
院
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
朝
倉
観
行
院
」

と
は
朝
倉
景
紀
館
跡
と
思
わ
れ
光
厳
寺
跡
と
も
一
致

す
る
。景

坑
に
次
い
で
敦
賀
郡
司
と
な
っ
た
朝
倉
景
恒
書

鴎状
も
一
点
し
か
残
存
じ
な
い
。
永
禄
十
年
の
坂
井
郡

豪
族
の
堀
江
氏
反
乱
に
就
い
て
の
蒲
生
左
兵
衛
大
夫

賢
秀
(
六
角
義
賢
の
臣
)
の
見
舞
状
に
対
す
る
卯
月

七
月
の
返
報
書
で
、
加
州
よ
り
の
出
張
を
撃
退
し
当

方
が
大
利
を
得
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
な
お
、
蒲

生
賢
秀
は
翌
年
に
織
田
信
長
に
従
い
、
そ
の
子
氏
郷

は
豊
臣
秀
吉
に
取
り
立
て
ら
れ
て
会
津
九
十
二
万
石

の
大
守
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
永
禄
八
年
、
将
軍
足
利
義
輝
の
暗
殺

後
、
弟
の
興
福
寺
一
乗
院
門
主
覚
慶
が
奈
良
を
脱
出

し
て
次
期
将
軍
を
宣
言
し
翌
九
年
二
月
に
還
俗
し
て

義
秋
と
名
乗
り
、
若
狭
を
経
て
越
前
朝
倉
氏
を
頼
り

九
月
八
日
に
越
前
の
敦
賀
へ
座
を
移
し
た
。
堀
江
氏

の
変
の
事
後
処
理
も
終
え
た
同
十
年
の
十
一
月
二
十

一
日
に
朝
倉
義
景
は
敦
賀
郡
司
朝
倉
景
恒
を
案
内
者

と
し
て
義
秋
を
一
乗
谷
へ
迎
え
、
義
秋
は
こ
こ
で
「
義

昭
」
と
改
名
し
た
。
そ
の
後
、
美
濃
を
平
定
し
た
信

長
か
ら
岐
阜
へ
の
動
座
を
懇
請
さ
れ
た
義
昭
は
、
一

乗
谷
の
滞
在
わ
ず
か
九
か
月
で
七
月
十
三
日
に
一
乗

谷
を
出
立
す
る
と
、
近
江
の
国
境
ま
で
は
朝
倉
景
恒
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と
前
波
景
当
が
そ
れ
ぞ
れ
二
千
余
騎
を
率
い
て
一
行

を
警
護
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
政
局
の
変

動
に
よ
り
朝
倉
氏
と
織
田
信
長
と
は
敵
対
関
係
と
な

り
、
元
亀
元
年
(
一
五
七
O
)

の
織
田
信
長
ら
に
よ

る
朝
倉
攻
め
の
途
中
で
朝
倉
景
恒
の
盾
龍
る
敦
賀
郡

金
ケ
崎
城
が
攻
め
ら
れ
て
敗
北
す
る
と
、
景
恒
は
失

意
の
う
ち
に
永
平
寺
へ
入
寺
し
て
出
家
し
、
翌
二
年

九
月
十
八
日
に
病
没
し
か
。
な
お
、
朝
倉
中
務
大
輔

の
屋
敷
跡
は
一
乗
谷
の
城
戸
内
西
側
に
残

(
景
恒
)

る
)
 

I
 

(
 

注
記

前
出
の
「
壬
生
本
朝
倉
家
譜
の
「
性
安
寺
殿
」
の
項

に
「
九
郎
左
衛
門
(
景
紀
)
手
、
遊
佐
弾
正
頭
ヲ
討

執
ル
」
と
あ
る
。

「
細
川
道
、
霊
感
状
案
」
(
「
古
今
消
息
集
」
「
内
閣
文
庫
所

蔵
文
書
」
所
収
「
県
史
』
資
2
)

「
室
町
家
御
内
書
案
」

「
善
妙
寺
文
書
」
(
『
県
史
』
資
8
)

『
賓
隆
公
記
』
の
大
永
八
年
ま
で
の
記
録
で
は
、
「
景

紀
」
は
す
べ
て
「
孫
九
郎
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
『
華

頂
要
略
』
の
永
正
十
三
年
(
一
五
二
ハ
)
敦
賀
郡
気

比
神
宮
の
遷
宮
造
営
に
も
関
与
す
る
項
目
に
-
記
載
さ

れ
て
い
る
七
月
日
付
の
「
朝
倉
孫
九
郎
左
衛
門
尉
」

発
給
量
百
状
の
年
紀
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

「
釜
口
妙
寺
文
書
」
で
七
点
・
「
西
福
寺
文
書
」
で
六

点
・
「
秦
実
家
文
書
」
で
一
点
(
以
上
「
県
史
』
資

8
)
、
「
中
山
正
弥
家
文
書
」
(
『
敦
賀
市
史
』
史
料
編

四
上
)
で
一

L

白…。

「
善
妙
寺
文
書
」
(
『
県
史
』
資
8
)

(2) (5) (4) (3) (6) 
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(7) 

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

(9) (8) 

「
朝
倉
景
紀
書
状
」
(
「
脇
坂
文
書
」
『
県
史
』
資
2
)

年
未
詳
二
月
二
十
五
日
付
「
朝
倉
景
紀
書
状
」
(
「
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
文
書
」
内
「
古
筒
雑
纂
」
「
県
史
』

資
2
)

年
未
詳
八
月
五
日
付
善
法
橋
御
坊
宛
「
朝
倉
景
紀
書

状
」
(
「
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
」
内
「
山
科
家
古
文
書
」

(
『
県
史
』
資
2
)

「
朝
倉
日
下
景
紀
馬
賛
」
(
櫨
雪
藁
「
騒
雪
鷹
覇
」
著

『
五
山
文
学
新
集
』
別
二
所
収
)

『
賓
隆
公
記
』
大
、
水
八
年
三
月
一
日
条
に
「
朝
倉
孫

九
郎
(
景
紀
)
柳
五
荷
・
折
五
合
送
之
、
色
需
品
川
六

枚
所
望
之
、
」
、
同
年
三
月
二
十
日
条
に
「
朝
倉
孫
九
郎

所
望
色
骨
舟
六
枚
」
、

『
賓
隆
公
記
』
大
永
八
年
四
月
十
六
日
条
。

「
津
田
宗
及
茶
湯
日
記
他
会
記
」
天
正
五
年
四
月

晦
日
朝
の
条

前
出
、
米
原
正
義
著
「
越
前
朝
倉
氏
の
文
芸
」
(
第
二

章
の
注
側
)

「
曲
水
宴
詩
歌
」
(
『
朝
倉
始
末
記
』
『
福
井
市
史
』
資
料

編

2
)

鯖
江
市
川
島
町
加
多
志
波
神
社
蔵
の
鬼
面
所
蔵
の
木

箱
の
墨
書
。
「
朝
倉
史
雑
録
」
内
「
O
朝
倉
景
紀
と

川
島
庄
光
厳
寺
」
(
「
福
井
県
地
域
史
研
究
』
第
8
号
)

参
照
。

「
儀
俄
甚
一
郎
所
蔵
文
書
」
(
『
県
史
』
資
2
)

『
朝
倉
家
録
』
下
巻
「
朝
倉
家
之
系
図
」
(
富
山
県
立

図
書
館
所
蔵
)

。。(11) (12) (14)同(15) 同同(19) (18) 

敦
賀
郡
司
の
郡
支
配
と
奉
行
人
・
下
代

一
、
朝
倉
教
景
時
代
の
郡
奉
行
人

文
亀
コ
一
年
(
一
五
O
一
二
)
の
敦
賀
郡
司
朝
倉
景
豊

の
謀
叛
(
敦
賀
郡
)
綾
に
敦
賀
郡
司
に
任
命
さ
れ
た

第
四
章

朝
倉
教
景
(
宗
滴
)
は
、
郡
司
任
命
後
、
新
し
く
両

人
の
「
郡
奉
行
人
」
を
任
命
し
、
そ
の
下
に
は
「
小

奉
行
人
」
(
下
代
)
を
配
置
し
て
、
前
代
と
は
異
な
る

新
し
い
敦
賀
郡
司
の
支
配
体
制
を
整
え
た
。
但
し
、

の
職
名
は
見
え
ず
、
天

文
書
中
で
は
「
郡
奉
行
人
」

文
十
一
年
(
一
五
四
二
)
七
月
十
一
日
付
「
義
源
庵

周
命
・
高
柴
五
郎
右
衛
宗
栄
連
署
書
状
」
[
恥
部
]
で

は
「
郡
奉
行
人
」
を
「
御
年
寄
衆
」
と
称
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
教
景
の
内
衆
に
は
、
敦
賀
乱
以
前
の
郡
司
に

仕
え
た
被
官
層
は
没
落
し
て
殆
ど
含
ま
れ
て
い
な
い

も
の
と
思
わ
れ
、
多
く
は
教
景
の
根
本
被
官
の
内
衆

や
宗
{
永
か
ら
付
属
さ
せ
ら
れ
た
被
官
層
に
よ
り
構
成

さ
れ
、
教
景
と
と
も
に
敦
賀
へ
随
伴
し
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
「
郡
奉
行
人
」
と
「
小
奉
行
人
」
(
下
代
)

に
つ
い
て
は
別
表
を
作
成
し
、
以
下
、
各
文
書
の
典

拠
に
つ
い
て
は
、
表
に
記
載
し
た
[
尚
]
の
番
号
を

も
っ
て
表
記
し
た
。

郡
奉
行
人
の
初
出
史
料
は
、
教
景
の
郡
司
就
任
直

後
の
永
正
二
年
(
一
五
O
五
)
十
月
十
日
付
「
朝
倉

教
景
書
状
」
の
宛
名

[
h
l
]
の
上
回
孫
太
郎
(
則

種
)
と
前
波
七
郎
右
衛
門
尉
(
吉
連
)
の
両
名
で
あ

る
。
上
回
則
種
の
通
称
の
「
孫
太
郎
」
は
、
少
な
く

と
も
同
十
年
十
一
月
十
一
日
の
「
敦
賀
郡
司
奉
行
人

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



32 

若
越
郷
土
研
究

四
十
八
巻
二
号

臣とr
-~ 

Na 典拠 文号 年月日 文 書 名 郡 奉 行 小奉行(下代)

l 西福寺 155 永正2.10.10 朝倉教景書状 上回孫太郎・前波七郎右衛門尉

2 西福寺 156 (永正2)10.17 朝倉教景書状 〔前波七部右衛門尉可申入候〕

3 西福寺 157 永正3.10.7 敦賀郡司奉行人連署書状 前波七郎右衛門尉吉連・上回孫太郎則種

4 西福寺 159 永正4.9.29 岩次官久証状 岩次五郎左衛門尉吉久

5 西福寺 160 永正4.9.29 岩次吉久証状 岩次五郎左衛門尉吉久

6 西福寺 161 永正5.10.18 中村房信証状 中村次郎左衛門尉房信

7 永厳寺 13 永正7.11.26 則種・吉連拾分壱銭請取状 (上回)則種・(前j庇)吉連

8 中山正 1 永正9.7.5 前波吉遠・上回則種連署状 前波育連・上回則種

9 西福寺 175 永正10.11.11 敦賀郡司奉行人連署書状 前波七郎右衛門尉吉連・上回孫太郎別種

10 中山正 3 6.9 朝倉教景書状 笠松宗左衛門尉吉久(奏者か)

11 西福寺 183 永正12.6.10 朝倉教景害状 上回=郎左衛門尉情~種)・前披弥七郎(吉長)

12 西福寺 187 永正13.11.9 敦賀郡司奉行人連署書状 前披七郎右青門尉(吉長)上田三郎左官門尉

13 西福寺 189 永正16.10.18 前波吉長書状〔七郎右衛門尉〕 前波七郎右衛門尉吉長

14 西福寺 190 永正16.11.7 岩次吉基・中村宗直連署状 岩*三郎攻郎吉基・中村七郎左衛門尉宗直 大西五郎右衛門尉小武二郎兵衛

15 西福寺 197 大永1.12.13 前波吉長書状 前波七郎右衛門尉育長

16 西福寺 198 (大永2)9.25 朝倉教景書状 礼状〔前波吉長可申候〕

17 西福寺 199 大永2.10.12 前j度育長書状 前波七郎右衛門尉育長

18 西福寺 201 大永2.11.24
朝倉氏府中奉行人連著書状案

中村七郎左衛門尉・土山新兵衛尉・
高柴五郎右衛門尉・小木三郎兵衛尉

19 西福寺 204 大永3.10.19 小木吉敏等連署書状
小本三郎兵衛尉吉敏笠松宗左南門尉吉久
土山新兵甫尉育置・中村七郎左門尉宗直

20 西福寺 206 (大永5)5.22 疋檀景保書状 前波七郎右衛門尉育長

21 西福寺 207 (大永5)5 .23 前波吉長書状 前波七郎右衛門尉育長

22 西福寺 208 大永5.5.23 前波育長書状 前波七郎右衛門尉吉長

敦賀郡奉行と小奉行(下代)
朝倉教景(宗滴)時代郡司

Na 典拠 文号 年月日 文 書 名 郡 奉 行 小奉行(下代)

23 道川 3 天文1.11. 9 前波吉長遵行状 前波吉長

24 西福寺 211 天文2.10.11 中村宗直等連署書状 中村七郎左南円清涼直。富田中若草古清・4河式部車吉持
25 道川 4 天文3.2.13 前波吉長下知状写 前波吉長

26 西福寺 215 天文4.10.6 朝倉景紀書状 中村七郎左・笠松宗左

27 西福寺 216 天文4.10.7 笠松吉久・中村宗直連署書状 笠松吉久・中村宗直

28 西福寺 217 天文4.10.7 前波育長書状 前波七郎右衛門尉育長

29 刀根春 7 天文6.6.3 江良浦百姓等重申状 [小i可吉持 中村宗直・富田吉清の裏花押のみ]

30 泰実 23 (天文7)4.5 小河台持・中村久棟連署書状 小河式部入道吉持・中村弥二郎久棟

31 泰実 24 天文7.7.28 中村宗直・富田吉清・小前古持連署書状 中村宗直・富田吉清・小河育持

32 西福寺 218 天文10.4.9 中村宗直等連署書状 中村七!~左宗直。富田中革主吉清・小河式部入量吉持

33 商福寺 220 天文10.4.12 前波吉長等連署書状
前世七郎右荷門尉吉長・富田中華丞吉清・4、
河式部入道吉持・中村七郎左帯門尉宗直

34 泰実 26 天文11.7.10 富国吉清・小河吉持・中村宗直連署書状 富田育清・小河台持・中村宗直 養源庵周命宛，

35 泰実 27 天文11.7.11 養源庵周命・高柴五郎右帯宗栄連署書状 〔養源庵周命・高柴五郎右衛門尉宗栄1? 
36 西福寺 223 天文16.9.20 ニ反崎紀存・上回紀勝連署書状 =反崎紀存・上回紀勝

朝倉景紀時代敦賀郡司

Na 典拠 文号 年月日 文 書 名 郡 奉 {j 小奉行(下代)

37 善妙寺 13 永禄1.6.27 小木直恒・府南宗珍連署書状 ニ段崎勘解由左衛門尉・上回兵部丞 小木宗右甫直恒・府南彦左荷門入道宗珍

38 普妙寺 18 永禄8.4.7 二反崎紀存書状 ニ反崎勘解由左衛門尉紀存

39 善妙寺 22 永禄9.12.22 二反崎紀存・上田紀勝連署書状 ニ反崎勘解由左衛門尉・上回兵部丞

40 道川 5 永禄11.4. 川舟座人申状 〔両下代まいる〕

41 西福寺 227 永禄11.10.18 三反崎紀存・上回紀勝連署書状
ニ反崎勘解由左衛紀存・上回兵 小木宗右衛(久守)
部丞紀勝 府南彦左衛門入道(宗珍)

42 西福寺 228 (永禄11)10.21 紀胤書状 紀存(ニ反崎)・紀勝(上回)ヨ 1)下代迄

43 道川 7 永禄11.12.17 三反崎紀存・上回紀勝連署状 三反崎紀存・上回紀勝
小木宗右衛門尉(直恒)
府南彦左衛門入道(宗珍)

44 普妙寺 23 永禄13.2.4 善妙寺寺領指出写
小木宗右衛門尉(直恒)
府南彦左衛門入道(宗珍)

45 永厳寺 30 永禄13.2.12 小木久守・府南宗称納所状 小木久守・府南宗称

46 善妙寺 24 3.15 ニ段崎紀存書状 二段崎勘解由左衛門尉紀存

47 永厳寺 31 永禄13.3.18 永厳寺役者代方五分壱請取状 〔両下代まいる〕

48 善妙寺 28 克亀4.5.8 ニ反崎紀美・上回筑良連署書状 ニ反崎助左紀美・上田兵部丞坑良

49 西福寺 235 ()e亀4).6.9 ニ反崎紀美・上国境良連署書状 ニ反崎紀美上国境良

朝倉景城・景恒時代以降敦賀郡司

典拠の f西福寺」は「西福寺文書j ・「道JIIJは「道川文書」・「万根春jは「刀根春次郎家文書j・「泰実」は「泰実家文書」・

「善妙寺」は「善妙寺文書J(以上『福井県史』資料編8)， 

「永厳寺jは「永厳寺文書J( r敦賀市史』史料編第二巻)， I中山正Jは「中山正弥家文書J(同史料編第四巻上)
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連
署
書
状
」
[
恥
9
]
ま
で
で
、
同
十
二
年
六
月
十

日
の
「
朝
倉
教
景
書
状
」
の
宛
名

[
h
H
]
か
ら
「
三

郎
左
衛
門
尉
」
に
改
め
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
宛
名

で
は
前
波
音
連
の
子
の
「
孫
七
郎
(
士
ロ
長
)
」
に
継
承

さ
れ
て
上
田
則
種
と
連
署
し
て
い
る
。
こ
の
「
弥
七

郎
」
は
翌
十
三
年
十
一
月
九
日
付
同
「
連
署
書
状
」

[
恥
ロ
]
以
降
は
父
の
「
七
郎
右
衛
門
尉
」
を
襲
名

し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
後
、
奉
行
人
は
前
波
・
上
田

両
氏
以
外
の
別
人
に
替
わ
る
。

33 

永
正
十
六
年
十
一
月
七
日
付
の
「
岩
次
(
三
郎
次

郎
)
吉
基
・
中
村
宗
直
(
七
郎
左
衛
門
尉
)
連
署
状
」

[
恥
凶
]
で
岩
次
吉
基
・
中
村
宗
直
の
両
人
が
奉
行

人
と
確
認
さ
れ
る
が
、
次
い
で
、
大
永
二
年
(
一
五

一
一
一
一
)
十
一
月
二
十
四
日
付
「
朝
倉
氏
府
中
奉
行
人

連
署
書
状
案
」

[
h
M
]
で
、
「
敦
賀
郡
内
関
之
道

場
右
衛
門
預
り
候
松
田
与
六
方
名
田
事
」
に
つ
い
て

の
一
乗
谷
裁
決
を
伝
達
し
た
「
高
柴
五
郎
右
衛
門
尉

・
小
木
三
郎
兵
衛
尉
」
と
、
こ
れ
を
道
行
せ
し
め
た

「
中
村
七
郎
左
衛
門
尉
(
宗
士
且
)
・
士
山
新
兵
衛
尉

(
吉
澄
)
」
の
四
人
は
、
と
も
に
郡
奉
行
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
翌
大
永
三
年
十
九
日
付
「
小
木
吉
敏
等

連
署
書
状
」
[
恥
叩
]
で
連
署
す
る
小
木
三
郎
兵
衛

尉
吉
敏
・
笠
松
宗
左
衛
門
尉
吉
久
・
土
山
新
兵
衛
尉

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

吉
澄
・
中
村
七
郎
左
衛
門
尉
宗
直
な
ど
の
四
名
体
制

の
郡
奉
行
人
に
編
成
さ
れ
る
。

な
お
、
奉
行
人
の
職
務
は
、
永
正
九
年
の
小
木
三

郎
兵
衛
尉
吉
敏
と
比
田
万
禰
方
と
の
相
論
浜
に
関
す

る
裁
判
伝
達
[
恥
8
]
な
ど
、
郡
司
の
成
敗
や
判
決

を
下
知
伝
達
す
る
奉
書
の
発
給
が
主
で
あ
っ
た
が
、

永
正
七
年
の
敦
賀
庄
之
橋
要
脚
の
た
め
の
八
四
五
文

の
「
寺
庵
拾
分
壱
銭
」
臨
時
税
な
ど
の
徴
収
も
、
当

初
は
そ
の
職
務
で
あ
っ
た
[
尚
7
]
。

二
、
朝
倉
教
景
の
郡
司
代
(
?
)
前
波
氏

永
正
十
三
年
十
一
月
九
日
付
の
「
連
署
書
状
」
[
恥

ロ
]
を
最
後
に
、
筆
頭
の
前
波
氏
・
上
田
氏
の
両
奉

行
人
体
制
か
ら
上
田
則
種
が
消
え
て
(
死
亡
か
)
、

別
人
に
奉
行
人
制
が
改
替
さ
れ
て
も
、
残
っ
た
前
波

七
郎
右
衛
門
尉
吉
長
の
み
は
郡
奉
行
人
の
上
席
に
位

置
し
て
郡
政
に
従
事
し
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
大

永
元
年
十
二
月
十
三
日
付
の
「
前
波
吉
長
書
状
」
[
恥

日
]
で
、
訴
訟
や
相
論
を
郡
可
に
代
行
し
て
裁
決
し

て
お
り
、
同
三
年
十
月
十
九
日
付
「
小
木
吉
敏
等
連

署
状
」
[
助
問
]
で
郡
奉
行
が
相
論
糾
明
を
報
告
し

て
い
る
相
手
も
前
波
士
口
長
で
あ
り
、
「
猶
、
御
上
津

之
時
、
以
面
可
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
吉

長
も
ま
た
郡
司
同
様
に
一
乗
谷
に
在
谷
し
て
敦
賀
を

離
れ
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
同
五
年
五

月
、
美
濃
の
政
変
に
関
与
し
た
朝
倉
氏
は
、
五
月
十

九
日
に
江
北
の
浅
井
氏
の
小
谷
城
へ
朝
倉
教
景
を
出

陣
せ
し
め
た
が
、
こ
の
と
き
に
疋
壇
氏
に
従
軍
す
ベ

き
西
福
寺
の
陣
僧
役
免
除
に
つ
い
て
の
問
題
を
処
理

し
た
の
も
吉
長
で
あ
っ
た
[
恥
却
・

2
・
2
]
。
こ

の
よ
う
な
前
波
吉
長
の
動
向
は
、
郡
司
の
朝
倉
教
景

が
、
時
に
は
軍
奉
行
と
し
て
他
固
ま
で
遠
征
し
た

り
、
宗
家
の
朝
倉
氏
の
補
佐
の
た
め
一
乗
谷
に
在
谷

し
た
り
し
て
多
忙
ぎ
み
で
あ
っ
た
た
め
、
郡
司
の
敦

賀
不
在
中
に
敦
賀
に
在
津
し
て
郡
内
の
成
敗
や
進
退

を
委
任
さ
れ
た
重
責
を
負
う
「
郡
司
代
」
的
な
職
務

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

教
景
の
郡
司
職
を
継
承
し
た
景
紀
時
代
に
入
っ
て

も
、
「
前
波
吉
長
」
の
「
郡
司
代
」
的
な
職
務
は
依

然
と
し
て
続
き
、
(
天
文
三
年
)
閏
一
月
の
「
官
途

之
儀
」
や
年
未
詳
一
月
十
三
日
の
「
年
甫
之
嘉
祥
」
、

年
未
詳
一
月
十
三
日
の
「
新
春
之
御
慶
」
に
就
い
て

の
「
朝
倉
景
紀
書
状
」
(
礼
状
)
の
使
者
は
い
ず
れ
も

前
波
吉
長
が
勧
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
天
文
元
年

(
一
五
三
二
)
十
一
月
九
日
に
は
当
郡
川
船
と
江
州

斤
屋
海
路
訴
訟
に
関
し
て
郡
司
の
裁
定
を
遵
行
し
た
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り
[
尚
お
]
、
天
文
三
年
二
月
十
三
日
に
も
改
め
て

こ
の
裁
決
[
恥
お
]
の
下
知
を
下
し
て
い
る
。
特
に
、

天
文
十
年
四
月
十
二
日
付
「
前
波
育
長
等
連
署
書

状
」
[
恥
お
]
な
ど
、
西
福
寺
と
平
松
氏
と
の
寺
領

相
論
で
宗
家
朝
倉
貞
景
目
録
安
堵
や
郡
司
朝
倉
教
景

一
行
に
任
せ
て
の
重
要
な
裁
決
遵
行
に
は
、
三
郡
奉

行
人
の
冒
頭
に
名
を
連
ね
て
四
人
で
連
署
し
て
お

り
、
そ
の
地
位
は
少
な
く
と
も
、
景
紀
の
前
期
ま
で

は
不
動
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
の
前
波
氏
の
動
向
は
史
料
か
ら
消
え
る
。

「
越
前
田
城
蹟
考
」
で
は
「
朝
倉
家
前
波
七
郎
右

衛
門
」
の
屋
敷
跡
は
一
乗
谷
の
北
、
足
羽
川
北
岸
の

篠
尾
村
(
現
福
井
市
)
に
-
記
載
さ
れ
て
い
て
、
郡
司

と
と
も
に
在
谷
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

な
お
、
元
亀
二
年
(
一
五
七
こ
十
二
月
廿
五
日

付
「
朝
倉
氏
一
乗
谷
奉
行
人
連
署
書
状
」
で
、
平
松

幸
熊
知
行
分
の
訴
訟
に
つ
い
て
披
露
し
て
い
る
「
前

波
七
郎
兵
衛
尉
」
は
朝
倉
義
景
の
側
近
の
奏
者
役
を

勤
め
る
「
前
波
七
郎
兵
衛
尉
古
和
」
の
こ
と
で
、
前

波
七
郎
右
衛
門
尉
家
と
は
別
系
統
の
前
波
氏
庶
家
で

あ
る
。
ま
た
、
元
亀
元
年
の
織
田
信
長
に
よ
る
敦
賀

金
ケ
崎
城
攻
め
の
時
、
討
死
に
し
た
者
の
中
に
は

「
前
波
藤
五
郎
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
別
系
統

で
、
先
の
「
越
前
国
城
蹟
考
」
に
「
朝
倉
家
前
波

藤
五
郎
」
の
屋
敷
跡
は
足
羽
郡
宇
坂
郷
小
和
清
水
(
現

美
山
町
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

三
、
朝
倉
景
紀
時
代
以
後
の
敦
賀
郡
奉
行
人
制

敦
賀
郡
司
の
章
節
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

享
禄
三
年
(
一
五
三
O
)
以
降
に
は
郡
司
は
朝
倉
教

景
か
ら
教
景
(
宗
滴
)
の
養
子
の
九
郎
左
衛
門
尉
景

紀
に
移
譲
さ
れ
、
次
い
で
永
禄
元
年
(
一
五
五
人
)

以
降
、
景
紀
の
孫
九
郎
景
坑
へ
譲
ら
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
永
禄
七
年
九
月
一
日
に
加
賀
出
陣
中
に
孫
九
郎

景
琉
が
自
害
す
る
と
、
景
坑
の
弟
、
松
林
院
応
瑳
が

還
俗
し
て
中
務
大
輔
景
恒
と
な
り
敦
賀
郡
司
を
継
承

し
た
。
し
か
し
、
元
亀
元
年
の
織
田
信
長
に
よ
る
朝

倉
攻
め
で
敗
北
し
た
景
恒
が
金
ケ
崎
城
を
退
城
す
る

が
、
江
北
の
浅
井
氏
が
織
田
氏
に
離
反
し
て
織
田
勢

が
撤
退
す
る
と
朝
倉
義
景
は
再
び
敦
賀
郡
を
回
復
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
敦
賀
郡
奉
行
制
の
み
は
存
続

し
て
も
、
実
質
的
に
は
敦
賀
郡
司
不
在
の
ま
ま
で
朝

倉
氏
の
滅
亡
を
迎
え
た
。

朝
倉
景
紀
の
郡
司
時
代
に
入
る
と
、
敦
賀
郡
奉
行

人
の
一
部
に
改
替
が
あ
っ
た
。
天
文
二
年
十
月
十
一

日
の
「
中
村
宗
直
等
連
署
書
状
」
[
恥
担
]
か
ら
同

天
文
十
一
年
七
月
十
日
付
「
富
田
吉
清
・
小
河
吉
持

・
中
村
宗
直
連
署
書
状
」
[
恥
担
]
ま
で
は
、
中
村

七
郎
左
衛
門
尉
宗
直
・
富
田
中
務
丞
吉
清
・
小
河
式

部
丞
吉
持
の
三
人
が
主
と
し
て
郡
奉
行
人
の
職
に
あ

り
、
時
に
は
天
文
四
年
十
月
七
日
付
「
笠
松
吉
久
・

中
村
宗
直
連
署
書
状
」
[
恥
幻
]
の
如
く
、
「
笠
松
(
宗

左
衛
門
尉
)
吉
久
」
と
の
連
署
書
状
や
、
(
天
文
七

年
)
四
月
五
日
付
「
小
河
吉
持
・
中
村
久
棟
連
署
書

状
」
[
恥
却
]
の
如
く
、
中
村
七
郎
左
衛
門
尉
宗
直

の
子
息
と
思
わ
れ
る
「
中
村
弥
三
郎
久
棟
」
と
の
連

署
書
状
な
ど
、
三
人
以
外
の
奉
行
人
も
確
認
さ
れ
、

数
人
に
よ
る
奉
行
人
制
も
存
在
し
た
ら
し
い
。
な

お
、
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
の
天
文
十
九
年
八
月
二

十
三
日
に
疋
壇
国
境
ま
で
出
陣
し
た
「
小
河
・
富
田

・
朝
倉
才
兵
衛
殿
」
の
「
小
河
・
富
田
」
は
、
小
河

式
部
丞
吉
持
・
富
田
中
務
丞
吉
清
で
あ
り
、
武
将
と

し
て
の
活
躍
も
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
郡
司
代
に
も
擬
制
さ
れ
た
「
前
波
吉

長
」
が
消
え
た
後
の
朝
倉
景
紀
郡
司
の
後
期
時
代
の

天
文
十
六
年
九
月
二
十
日
付
「
三
反
崎
(
勘
解
由
左

衛
門
尉
)
紀
存
・
上
田
(
兵
部
丞
)
紀
勝
連
署
書
状
」

[
恥
部
]
か
ら
は
上
田
氏
が
再
び
奉
行
人
と
し
て
登

場
し
、
元
亀
元
年
(
一
五
七
O
)
ま
で
の
朝
倉
景
坑
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-
景
恒
郡
司
ま
で
、
三
反
[
段
]
崎
紀
存
・
上
田
紀

勝
に
よ
る
両
人
の
郡
奉
行
人
制
が
続
い
お
。
「
紀
存

・
紀
勝
」
の
実
名
も
郡
司
朝
倉
景
紀
の
「
紀
」
の
一

字
拝
領
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
人
は
と
も
に
、
元
亀
元

年
の
織
田
信
長
に
よ
る
朝
倉
攻
め
の
時
に
敦
賀
郡
金

ケ
崎
城
に
盾
龍
っ
て
戦
死
し
た
。
た
だ
、
三
反
崎
勘

解
由
左
衛
門
尉
紀
存
は
朝
倉
教
景
時
代
か
ら
の
家
臣

で
あ
っ
た
と
み
え
、
敦
賀
か
ら
遠
く
離
れ
た
教
景
の

知
行
所
の
坂
井
郡
の
九
頭
竜
川
下
流
の
左
岸
に
あ
っ

た
朝
倉
家
の
祈
願
所
で
大
破
と
な
っ
た
岸
水
寺
の
修

理
を
本
寺
の
三
国
湊
の
竜
谷
寺
へ
教
景
の
奏
者
と
し

て
命
じ
て
お
か
、
敦
賀
で
も
三
反
崎
紀
存
単
独
で
奉

書
を
発
給
す
る
場
合
も
あ
り
、
上
田
氏
よ
り
も
上
席

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
、
年
未
詳
九
月
十
八
日
「
受
天
庵
宗
瑛
・
野

田
見
性
連
署
書
状
」
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
「
陣

夫
」
に
つ
き
「
伊
冊
(
朝
倉
景
紀
)
御
進
退
の
儀
ニ

候
之
問
、
陣
就
加
相
立
者
、
従
河
嶋
可
被
召
遣
儀
ニ

候
処
」
と
あ
り
、
一
乗
谷
奉
行
人
の
栂
野
三
郎
右
衛

門
尉
士
ロ
何
・
藤
田
八
郎
左
衛
門
尉
士
ロ
連
両
人
と
敦
賀

泰
行
人
の
両
方
に
伝
達
し
て
い
る
か
ら
、
受
天
庵
宗

瑛
・
野
田
庵
宗
瑛
・
野
田
左
京
入
道
見
性
は
河
嶋
庄

に
存
住
し
た
伊
冊
の
代
官
で
あ
ろ
う
。

松
原

朝
倉
氏
に
よ
る
敦
賀
郡
支
配
の
変
遷
(
上
)

四
、
敦
賀
郡
奉
行
人
支
配
下
の
小
奉
行
(
下
代
)

初
め
奉
行
人
の
一
人
で
あ
っ
た
前
波
吉
長
は
、
多

忙
な
郡
司
を
補
佐
す
る
た
め
の
郡
司
代
に
も
擬
制
さ

れ
た
が
、
一
方
、
敦
賀
郡
奉
行
人
の
配
下
に
は
小
奉

行
(
郡
奉
行
代
[
下
代
]
)
を
置
い
て
治
政
の
円
滑
を

図
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
永
正
五
年
十
月
十
八
日
付
の

西
福
寺
領
の
団
地
支
証
状
「
中
村
房
信
証
状
」
[
恥
6
]

の
「
端
裏
書
」
に
「
小
奉
行
中
村
次
郎
左
衛
門
ヨ
リ
」

と
あ
る
の
が
こ
れ
で
、
同
じ
く
永
正
四
年
九
月
二
十

九
日
付
の
西
福
寺
領
の
道
口
公
文
名
と
同
嶋
郷
之
内

田
地
に
関
す
る
「
岩
次
(
五
郎
左
衛
門
尉
)
吉
久
証

状
」
[
恥

4
・
5
]
の
岩
次
吉
久
も
小
奉
行
と
考
え

ら
れ
、
下
地
の
田
地
支
証
状
な
ど
の
発
給
は
郡
奉
行

人
に
代
わ
っ
て
執
行
し
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
小

奉
行
人
制
の
配
置
は
時
期
的
に
も
早
く
、
教
景
の
郡

奉
行
人
制
が
整
備
さ
れ
る
と
同
時
に
置
か
れ
た
こ
と

に
な
り
、
や
が
て
、
永
正
十
六
年
十
一
月
七
日
付
の

「
岩
次
吉
基
・
中
村
宗
直
連
署
状
」
〔
h
H
]
で
は
、

岩
次
吉
久
の
子
思
わ
れ
る
岩
次
吉
基
は
後
に
郡
奉
行

人
に
昇
格
し
て
い
く
が
、
こ
の
宛
先
「
大
西
五
郎
右

衛
門
・
小
武
三
郎
兵
衛
尉
」
な
ど
の
両
名
も
や
は
り

小
奉
行
人
で
あ
ろ
う
。

小
奉
行
人
は
景
紀
時
代
以
降
も
続
き
、
天
文
十
一

年
七
月
十
一
日
付
「
養
源
庵
周
命
・
高
柴
五
郎
右
衛

門
宗
栄
連
署
書
状
」
[
恥
お
]
に
よ
る
と
、
前
日
の

「
御
神
祭
魚
物
御
肴
之
儀
」
に
つ
い
て
の
郡
奉
行
人

連
署
書
状

[
h
M
]
を
田
浦
の
万
禰
宛
に
伝
達
し
て

い
る
が
、
養
源
庵
・
高
柴
の
両
名
も
小
奉
行
人
で
あ

ろ
う
。
朝
倉
景
紀
郡
司
時
代
の
後
期
以
降
に
三
反

[
段
]
崎
・
上
田
の
両
氏
に
よ
る
郡
奉
行
人
制
に
移

る
と
、
小
奉
行
人
も
永
禄
元
年
の
連
署
状
[
ぬ
訂
]

か
ら
小
木
宗
右
衛
門
直
恒
・
府
南
彦
左
衛
門
入
道
宗

珍
に
替
わ
り
、
少
な
く
と
も
永
禄
十
三
年
ま
で
の
史

料
で
確
認
さ
れ
る
。

な
お
、
小
奉
行
人
は
「
下
代
」
と
も
呼
ば
れ
た
ら

し
く
、
(
永
禄
十
一
年
)
十
月
二
十
一
日
付
「
紀
胤

書
状
」
[
恥
必
]
に
よ
る
と
、
西
福
寺
領
の
委
細
に

つ
い
は
「
紀
存
・
紀
勝
(
郡
奉
行
)
ヨ
リ
下
代
迄
、

以
折
紙
被
申
上
候
」
と
あ
り
、
同
十
一
年
四
月
の

「
川
舟
座
人
申
状
」
の
宛
名
[
恥
引
]
や
、
永
厳
寺

の
代
方
五
分
壱
四
O
O
文
の
受
取
状
の
宛
名
[
恥

必
]
に
も
「
両
御
下
代
ま
い
る
」
と
あ
り
、
在
地
に

密
着
し
た
申
状
の
収
受
や
寺
庵
に
対
す
る
「
寺
庵
五

分
之
こ
の
徴
収
な
ど
に
従
事
し
た
下
役
人
で
あ
っ

た。
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四
十
八
巻
二
号

[
注
記
]

ω
「
朝
倉
景
紀
書
状
」
(
「
善
妙
寺
文
書
」
五
号
・
六
号
・

七
号
『
県
史
』
資
8
所
収
)

「
平
松
文
書
」
六
号
(
「
敦
賀
市
史
』
)
史
料
編
二
巻
)

「
山
岸
長
家
文
書
」
(
『
県
史
』
資
5
)

「
=
一
反
崎
(
勘
解
由
左
衛
門
尉
)
紀
存
・
上
回
(
兵

部
丞
)
紀
勝
」
両
名
の
郡
奉
行
人
の
証
徴
は
、
天
文

十
六
年
以
後
、
永
禄
元
年
六
月
二
十
七
日
付
「
小
木

直
恒
・
府
南
宗
珍
連
著
書
状
」
[
h
U
]
、
永
禄
十
一
年

十
月
十
八
日
付
「
コ
一
反
崎
紀
存
・
上
回
紀
勝
連
著
書

状」
[
h
H
U
]
)

、
永
禄
十
一
年
十
二
月
十
七
日
付
コ
ニ

反
崎
紀
存
・
上
回
紀
勝
連
著
書
状
」
[
h
m
M
]

。

年
未
詳
十
二
月
十
三
日
付
「
岸
水
寺
衆
僧
申
状
」
(
「
滝

谷
寺
文
書
」
『
県
史
』
資
4
)

永
禄
八
年
四
月
七
日
付
・
年
未
詳
三
月
十
五
日
付
「
一
一
一

反
崎
紀
存
書
状
」
[
ぬ
お
]
・
[
ぬ
必
]

「
西
福
寺
文
書
」
二
三
O
号
・
二
一
一
二
号
(
「
県
史
』

資

8
)

永
禄
十
一
年
十
月
十
八
日
付
「
三
反
崎
紀
存
・
上
回

紀
勝
連
署
書
状
」
[
ぬ
れ
出
]
の
宛
名
・
同
十
三
年
二
月

四
日
付
「
普
妙
寺
寺
領
指
出
写
」
の
宛
名
[
尚
弘
]

・
同
十
三
年
二
月
十
二
日
付
「
小
木
久
守
・
府
南
宗

称
納
所
状
」
[
恥
必
]
。
な
お
、
こ
の
文
4

青
か
ら
「
小
木

直
恒
」
が
「
小
木
久
守
」
に
替
わ
て
い
る
。

(4) (3) (2) (5) (6) (7) (8) 
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